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今
年
一
月
、
東
証
と
大
証
が
経
営
統
合
し
、「
日
本
取
引
所
グ
ル
ー
プ
」
が
発
足
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
現
物
株
お

よ
び
株
式
・
債
券
の
先
物
・
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
は
実
質
的
に
国
内
単
一
の
取
引
所
グ
ル
ー
プ
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な

わ
ち
国
内
に
お
け
る
証
券
取
引
所
の
集
約
・
統
合
は
こ
れ
で
ほ
ぼ
一
段
落
し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
他
方
、
今
月
に
は
、
コ
モ

デ
ィ
テ
ィ
取
引
に
お
い
て
も
東
京
穀
物
商
品
取
引
所
の
解
散
と
上
場
商
品
の
移
管
（
１
）

が
行
わ
れ
、
商
品
取
引
所
の
再
編
統
合
の
動
き
が

み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
海
外
に
目
を
転
じ
る
と
、
昨
年
は
、「
香
港
取
引
所
」
に
よ
る
世
界
最
大
の
非
鉄
金
属
取
引
所
「
Ｌ
Ｍ
Ｅ
（
ロ
ン
ド

ン
金
属
取
引
所
）」
の
買
収
が
イ
ギ
リ
ス
の
監
督
機
関
（
Ｆ
Ｓ
Ａ
）
の
承
認
を
得
て
本
決
ま
り
と
な
っ
た
。
続
い
て
年
末
に
は
、
北

海
ブ
レ
ン
ト
原
油
や
農
産
物
の
電
子
取
引
所
「
Ｉ
Ｃ
Ｅ
（
イ
ン
タ
ー
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
取
引
所
）」
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所

を
運
営
す
る
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
を
買
収
す
る
こ
と
で
両
社
間
の
合
意
が
成
立
し
た
。

海
外
主
要
諸
国
で
は
、
国
内
取
引
所
の
集
約
・
統
合
は
一
九
九
〇
年
代
ま
で
に
ほ
ぼ
完
了
し
て
お
り
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
取

引
所
再
編
成
は
国
境
を
越
え
た
統
合
へ
と
、
そ
の
舞
台
を
移
し
て
い
る
。
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
の
取
引
所
合
併
・
統
合
は
、
二
〇
〇
〇

年
代
前
半
は
Ｅ
Ｕ
通
貨
統
合
を
う
け
て
Ｅ
Ｕ
域
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
も
の
の
、
後
半
以
降
に
な
る
と
、
統
合
は
大
西
洋
を
越
え
、

ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ま
た
が
る
取
引
所
連
合
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
、
ナ
ス
ダ
ッ
ク
Ｏ
Ｍ
Ｘ
が
誕
生
し
て
い
る
。
ま

た
こ
う
し
た
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
の
統
合
再
編
の
動
き
は
、
証
券
取
引
所
の
み
な
ら
ず
商
品
取
引
所
を
巻
き
込
ん
だ
も
の
に
な
っ
て
い

（1）

取
引
所
再
編
成
の
背
景
と
意
義

二
上
季
代
司



る
の
も
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
の
特
徴
で
あ
る
。

そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
わ
が
国
で
始
ま
っ
た
証
券
取
引
所
や
商
品
取
引
所
の
再
編
成
は
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
展
開

を
遂
げ
る
の
か
。
海
外
の
動
き
と
同
じ
歩
み
を
辿
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、
①
世
界
の
取
引
所
は

な
ぜ
統
合
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
背
景
は
何
か
（
２
）、

②
こ
の
統
合
の
最
終
的
な
均
衡
点
（
終
着
点
）
の
姿
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
、
③
終
着
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
在
は
再
編
成
の
ど
の
段
階
な
の
か
、
と
い
う
設
問
を
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

以
下
で
は
、
こ
の
う
ち
①
を
中
心
に
見
て
お
き
た
い
。

１
　
取
引
所
の
評
価
尺
度

世
界
の
取
引
所
が
合
併
・
買
収
を
繰
り
返
す
動
機
の
一
つ
は
、
取
引
所
の
評
価
尺
度
が
変
質
し
た
こ
と
に
あ
る
。
以
前
は
、
上
場

会
社
数
や
上
場
会
社
時
価
総
額
、
取
引
高
な
ど
、
取
引
所
が
提
供
す
る
「
市
場
の
機
能
」
の
質
と
量
が
、
証
券
取
引
所
を
評
価
す
る

際
の
尺
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
日
で
は
取
引
所
自
身
の
株
式
時
価
総
額
の
大
き
さ
が
優
先
す
べ
き
評
価
尺
度
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
企
業
価
値
と
い
う
点
で
は
証
券
取
引
所
も
商
品
取
引
所
も
区
別
な
く
同
列
に
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
上
場
取
引
所
の
時
価
総
額
の
ラ
ン
キ
ン
グ
を
見
る
と
、
表
１
の
よ
う
に
な
る
。
一
位
は
香
港
取
引
所
、
つ
い
で
ア
メ
リ

カ
の
シ
カ
ゴ
市
に
あ
る
Ｃ
Ｍ
Ｅ
、
三
位
が
ブ
ラ
ジ
ル
の
サ
ン
パ
ウ
ロ
取
引
所
と
続
き
、
世
界
最
大
の
証
券
市
場
を
擁
す
る
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ

ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
は
六
位
に
過
ぎ
な
い
。

こ
う
し
た
取
引
所
に
対
す
る
評
価
尺
度
の
転
換
が
、
取
引
所
経
営
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
市
場
か

ら
の
企
業
価
値
向
上
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
の
ほ
か
に
企
業
価
値
の
絶
対
的
水
準
の
高
低
は
、
買
収
戦
略
あ
る
い
は
買
収
防
衛
策
を
大
き

く
左
右
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
香
港
取
引
所
は
Ｌ
Ｍ
Ｅ
買
収
に
当
た
っ
て
、
買
収
資
金
の
四
五
％
を
増
資
に
よ
っ
て
賄
う

（2）



計
画
で
あ
る
が
、
こ
の
増
資
は
発
行
済
み
株
式
数
の
六
％
弱
に
当
た
る
。
こ

の
程
度
の
増
資
規
模
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
香
港
取

引
所
の
時
価
総
額
の
絶
対
水
準
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
、
時
価
総
額
が

小
さ
け
れ
ば
買
収
さ
れ
る
側
に
回
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
時
価
総
額
引
き
上
げ
の
た
め
に
、
収
益
源
の
強
化
・
多
角
化
、

コ
ス
ト
削
減
、
他
取
引
所
と
の
合
併
な
ど
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。

２
　
取
引
の
電
子
化
と
そ
の
進
展

取
引
所
株
の
時
価
総
額
が
こ
れ
ほ
ど
の
意
味
を
持
っ
て
く
る
発
端
は
、
言

う
ま
で
も
な
く
取
引
所
が
株
式
会
社
へ
組
織
変
更
し
、
し
か
も
取
引
所
株
を

上
場
し
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
？

株
式
会
社
化
と
取
引
所
株
の
上
場
に
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
一
九
九
三
年
設

立
の
ド
イ
ツ
取
引
所
（
Ｄ
Ｂ
）
で
あ
っ
た
。
同
社
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券

取
引
所
を
は
じ
め
ド
イ
ツ
国
内
の
取
引
所
の
市
場
運
営
会
社
で
あ
る
が
、
現

物
株
取
引
に
「X

etra

（
ク
セ
ト
ラ
）」
と
呼
ば
れ
る
電
子
取
引
シ
ス
テ
ム
を

導
入
し
た
。
電
子
化
に
よ
っ
て
、
取
引
の
大
量
処
理
と
迅
速
化
、
コ
ス
ト
低

減
を
狙
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

（3）

表１　世界の主要な上場取引所の時価総額

TMX（カナダ） 93.05

円換算レート

2,715カナダドル

時価総額（億円）
香港取引所 香港ドル 11.95 20,328
CME 米ドル 92.72 18,247
サンパウロ証券・商品・先物取引所
（ブラジル）

レアル 46.63 13,242

ドイツ取引所 ユーロ 126.46 11,723
ICE（アメリカ） 米ドル 92.72 9,476
NYSE Euronext 米ドル 92.72 7,835
シンガポール取引所 シンガポールドル 74.72 6,223
オーストラリア証券取引所 オーストラリアドル 96.48 6,078
LSE（イギリス） ポンド 145.48 4,835
NASDAQ/OMX 米ドル 92.72 4,380
日本取引所 4,119

（注）時価総額、円換算レートはともに2013年２月１日現在。
（出所）各社ホームページより作成



こ
の
シ
ス
テ
ム
の
導
入
お
よ
び
維
持
費
用
に
は
多
額
の
資
金
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
Ｄ
Ｂ
は
当
初
か
ら
株
式
会
社
と
し
て

設
立
さ
れ
、
自
社
株
を
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
に
上
場
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
他
国
の
取
引
所
に
も
波
及
し
て
い
く
の

で
あ
る
が
、
取
引
所
の
株
式
会
社
化
な
ら
び
に
取
引
所
株
の
上
場
に
は
、
次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
①
会
員
組
織
で
あ
れ
ば
会
員
総
会
の
議
決
権
は
一
人
（
社
）
一
票
で
あ
る
が
、
株
式
会
社
組
織
で
あ
れ
ば
一
株
一
票

と
な
り
、「
資
本
の
論
理
」
が
貫
徹
し
、
大
資
本
に
よ
る
意
思
決
定
が
可
能
に
な
る
こ
と
、
②
取
引
所
株
を
上
場
す
れ
ば
資
金
調
達

力
が
向
上
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
多
額
の
資
金
が
必
要
な
「
取
引
の
電
子
化
」
に
と
っ
て
必
要
条
件
だ
っ
た
の
で
あ

る
。ド

イ
ツ
は
、
時
差
の
な
い
ロ
ン
ド
ン
市
場
に
流
出
し
て
い
た
取
引
を
奪
還
す
べ
く
「X

etra

」
を
導
入
し
た
の
だ
が
、
こ
の
成
功

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
域
内
に
お
い
て
「
電
子
取
引
シ
ス
テ
ム
」
の
導
入
を
普
及
さ
せ
、
し
た
が
っ
て
ま
た
各
国
取
引
所
の
株
式
会
社
化

と
取
引
所
株
の
Ｉ
Ｐ
Ｏ
を
一
般
化
さ
せ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
電
子
取
引
シ
ス
テ
ム
を
「
共
通
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
し
て
利
用

す
べ
く
取
引
所
連
合
が
結
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
の
が
ド
イ
ツ
と
ス
イ
ス
の
合
弁
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
所

で
あ
る
Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
で
あ
る
（
一
九
九
八
年
）。
こ
の
Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
の
急
成
長
に
対
抗
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
所
も
電
子
取
引
に
移
行
す
る
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
、
パ
リ
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
三
か
国
取

引
所
が
合
併
し
てE

uronext

が
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
所
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｆ
Ｅ
がE

uronext

に
買
収
さ
れ
（
二
〇
〇
三
年
）、E

uronext

の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
市
場
部
門
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
はLiffe

コ
ネ
ク
ト
に
共
通
化
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

他
方
、
こ
う
し
た
電
子
取
引
の
共
通
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
化
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
世
界
最
大
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
所
（
Ｃ

Ｍ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
）
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
シ
カ
ゴ
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
所
Ｃ
Ｍ
Ｅ
は
電
子
取
引
の
意
義
を
か
な
り
早
く
か

（4）



ら
認
識
し
て
お
り
、
す
で
に
一
九
八
七
年
に
「G

lobex

」
の
開
発
に
着
手
し
て
い
る
。
シ
カ
ゴ
に
は
農
産
物
の
老
舗
の
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
所
と
し
て
Ｃ
Ｍ
Ｅ
の
ほ
か
に
Ｃ
Ｂ
Ｏ
Ｔ
が
あ
り
、
両
社
は
規
模
的
に
拮
抗
す
る
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
電
子
取
引
シ

ス
テ
ム
で
Ｃ
Ｂ
Ｏ
Ｔ
は
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
「e-cbot

」
と
呼
ば
れ
る
シ
ス
テ
ム
を
自
前
開
発
し
て
い
た
も
の
の
、G

lobex

の
優
位

性
は
揺
る
が
ず
、
Ｃ
Ｂ
Ｏ
Ｔ
は
つ
い
に
「G

lobex

」
導
入
を
決
断
し
、
Ｃ
Ｍ
Ｅ
と
の
統
合
に
踏
み
切
る
（
二
〇
〇
七
年
）。
同
様
に
、

G
lobex

を
導
入
し
て
い
た
原
油
な
ど
エ
ネ
ル
ギ
ー
取
引
に
強
い
Ｎ
Ｙ
Ｍ
Ｅ
Ｘ
も
統
合
に
参
加
し
（
二
〇
〇
八
年
）、
こ
こ
に
世
界
最

大
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
所
、
Ｃ
Ｍ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
が
誕
生
す
る
の
で
あ
っ
た
。

３
　
規
制
緩
和

取
引
所
の
統
合
を
促
進
さ
せ
た
第
三
の
要
因
は
、
さ
ら
な
る
規
制
緩
和
と
そ
れ
に
よ
る
市
場
間
競
争
の
促
進
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

二
〇
〇
五
年
「
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
」
に
よ
っ
て
「
ト
レ
ー
ド
ス
ル
ー
規
則
」
が
緩
和
さ
れ
（
３
）、

Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
か
ら
上
場
株
式
の

取
引
流
出
が
加
速
さ
れ
た
。「
ト
レ
ー
ド
ス
ル
ー
規
則
」
と
は
複
数
あ
る
市
場
の
う
ち
最
良
気
配
を
提
示
し
て
い
る
市
場
を
無
視
し

た
取
引
執
行
を
禁
じ
る
規
則
で
あ
る
が
、
こ
の
規
則
緩
和
に
よ
っ
て
、
僅
差
で
あ
り
顧
客
が
望
む
な
ら
最
良
気
配
で
は
な
い
市
場
で

執
行
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
は
電
子
取
引
シ
ス
テ
ム
の
導
入
が
遅
れ
て
お
り
、
Ｅ
Ｃ
Ｎ
と
呼
ば
れ
る
私

設
の
電
子
取
引
シ
ス
テ
ム
と
比
べ
執
行
に
時
間
が
か
か
る
。
発
注
時
点
を
見
れ
ば
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
で
の
気
配
が
最
良
で
あ
っ
て
も
、
執
行

時
点
で
は
劣
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
ト
レ
ー
ド
ス
ル
ー
規
則
の
緩
和
に
よ
り
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
か
ら
私
設
の
電
子
取

引
シ
ス
テ
ム
へ
の
取
引
流
出
が
加
速
す
る
可
能
性
が
出
て
き
た
。

こ
の
措
置
は
、
電
子
取
引
の
優
位
性
を
さ
ら
に
強
め
、
二
〇
〇
六
年
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
は
大
手
Ｅ
Ｃ
Ｎ
の
「
ア
ー
キ
ペ
ラ
ー
ゴ
」
を
買

収
す
る
。
そ
の
際
、
組
織
変
更
を
行
っ
て
株
式
会
社
化
し
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
株
を
上
場
し
た
の
で
あ
る
。
同
様
に
ナ
ス
ダ
ッ
ク
も
Ｅ
Ｃ
Ｎ

（5）



（
二
〇
〇
四
年
に
「
ブ
ル
ー
ト
」、
二
〇
〇
五
年
に
「
ア
イ
ネ
ト
」）
を
買
収
、
自
ら
の
株
式
を
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｑ
市
場
に
上
場
し
た
。

同
じ
こ
ろ
、
Ｅ
Ｕ
で
は
「
投
資
サ
ー
ビ
ス
指
令
」
に
代
わ
っ
て
証
券
関
連
規
制
の
中
心
を
担
う
「
Ｍ
Ｉ
Ｆ
Ｉ
Ｄ
（
金
融
商
品
市
場

指
令
）」
が
採
択
さ
れ
（
二
〇
〇
四
年
）、
二
〇
〇
六
年
四
月
ま
で
に
国
内
法
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
な
っ
た
（
そ
の
後
、
二
〇
〇
七

年
一
一
月
ま
で
期
限
延
長
さ
れ
た
）。
こ
の
Ｍ
Ｉ
Ｆ
Ｉ
Ｄ
は
こ
れ
ま
で
の
取
引
所
集
中
義
務
を
撤
廃
し
、
私
設
取
引
シ
ス
テ
ム
と
の

市
場
間
競
争
を
促
進
さ
せ
る
内
容
を
含
ん
で
い
た
。
こ
の
結
果
、
Ｍ
Ｔ
Ｆ
（M

ultilateral
T

rading
System

）
と
呼
ば
れ
る
私
設

取
引
シ
ス
テ
ム
が
シ
ェ
ア
を
拡
大
さ
せ
、
既
存
の
証
券
取
引
所
の
現
物
株
取
引
シ
ェ
ア
が
低
下
し
始
め
た
。

こ
う
し
て
現
物
株
取
引
の
流
出
に
直
面
し
た
欧
米
主
要
取
引
所
間
で
、
現
物
株
取
引
の
コ
ス
ト
低
減
、
収
益
源
の
多
様
化
を
狙
う

取
引
所
統
合
が
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
か
ら
始
ま
る
。
二
〇
〇
七
年
の
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
とE

uronext

の
統
合
、
二
〇
〇
八
年
の
ナ
ス
ダ
ッ
ク

と
Ｏ
Ｍ
Ｘ
と
の
統
合
は
、
こ
う
し
た
背
景
の
下
で
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
統
合
発
表
時
、
両
グ
ル
ー
プ
は
合
併
効
果
を
次
の
二
つ
、
①
収
益
シ
ナ
ジ
ー
（
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
取
引
の
拡
大
、
新

商
品
の
相
互
販
売
、
上
場
促
進
な
ど
）
と
②
コ
ス
ト
シ
ナ
ジ
ー
（
取
引
シ
ス
テ
ム
統
合
に
よ
る
Ｉ
Ｔ
関
連
投
資
の
合
理
化
）、
に
分

け
て
試
算
し
て
お
り
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
場
合
は
二
七
％
対
七
三
％
、
ナ
ス
ダ
ッ
ク
Ｏ
Ｍ
Ｘ
の
場
合
は
三
三
％
対
六

七
％
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
二
つ
の
大
西
洋
を
越
え
た
取
引
所
の
統
合
は
、
コ
ス
ト
シ
ナ
ジ
ー
に
重
き
を
置
い
た
統
合
で
あ
っ
た
（
４
）。

４
　
現
物
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
・
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
の
総
合
化

と
こ
ろ
で
、
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
以
降
の
取
引
所
統
合
は
、
市
場
間
競
争
に
よ
る
現
物
取
引
の
シ
ェ
ア
低
下
が
一
因
で
あ
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
現
物
株
取
引
の
収
益
性
が
低
い
こ
と
が
原
因
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ

れ
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
と
比
べ
れ
ば
理
解
で
き
る
。
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現
物
取
引
は
上
場
会
社
が
申
請
し
な
け
れ
ば
上
場
会
社
は
増
え
な
い
し
、
上
場
審
査
基
準
の
設
定
や
上
場
審
査
は
自
主
規
制
部
門

下
に
あ
る
。
つ
ま
り
取
引
所
の
上
場
セ
ー
ル
ス
活
動
に
は
本
来
、
限
度
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
場
商
品
拡
大
へ
の
「
企
業
努
力
」

の
効
果
に
は
限
界
が
あ
る
わ
け
だ
。
他
方
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
商
品
と
り
わ
け
証
券
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
上
場
に
つ
い
て
は
、
取
引
所
の

工
夫
次
第
で
拡
大
さ
せ
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
取
引
高
を
見
て
も
、
現
物
株
で
は
発
行
株
式
数
以
上
に
は
売
り
物
は
出
て
こ

な
い
が
、
証
券
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
は
現
金
決
済
が
中
心
で
あ
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
い
く
ら
で
も
売
り
を
出
す
こ
と
が
で
き
、
取
引
高

に
制
限
は
な
い
の
で
あ
る
。

他
方
、
コ
ス
ト
面
を
見
れ
ば
、
現
物
株
の
場
合
は
、
適
時
開
示
な
ど
「
上
場
管
理
」
に
か
な
り
の
ス
タ
ッ
フ
を
抱
え
て
お
く
必
要

が
あ
る
が
、
証
券
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
で
は
こ
の
点
で
の
コ
ス
ト
負
担
が
な
い
。
要
す
る
に
、
収
入
お
よ
び
コ
ス
ト
の
両
面
で
、
現
物
取

引
市
場
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
市
場
に
比
べ
収
益
性
が
も
と
も
と
低
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
（
５
）。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
取
引
所
の
統
合
再
編
は
、
現
物
市
場
の
低
収
益
性
を
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
市
場
の
高
収
益
性
で
補
う
、
と
い
う
内

部
補
助
目
的
あ
る
い
は
多
角
化
に
よ
る
収
益
源
の
分
散
化
目
的
の
も
の
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
統
合
は
一
方
的

に
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
側
の
コ
ス
ト
負
担
に
な
れ
ば
成
立
し
が
た
い
。

東
証
と
大
証
の
統
合
の
場
合
に
は
、
東
証
が
債
券
先
物
部
門
を
大
証
側
へ
統
合
す
る
こ
と
で
バ
ー
タ
ー
が
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う

し
、
Ｉ
Ｃ
Ｅ
に
よ
る
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
買
収
に
も
、
後
者
の
側
に
世
界
有
数
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
所
で
あ
る
Ｌ
Ｉ
Ｆ

Ｆ
Ｅ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
Ｉ
Ｃ
Ｅ
が
買
収
し
よ
う
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
多
く
の
取
引
所
統
合
再
編
は
Ｃ
Ｍ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
を
除
け
ば
、
現
物
取
引
主
体
の
取
引
所
が
コ
ス
ト
シ
ナ
ジ
ー
を
追
求

し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
が
あ
る
程
度
、
一
段
落
し
た
現
在
、
今
後
は
、
現
物
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
さ
ら
に
は
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
を

ふ
く
め
、
収
益
源
の
多
様
化
に
よ
る
総
合
的
な
取
引
所
を
目
指
し
た
統
合
再
編
が
出
現
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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注（
１
）

と
う
も
ろ
こ
し
・
大
豆
・
小
豆
・
粗
糖
は
「
東
京
商
品
取
引
所
（
旧
東
京
工
業
品
取
引
所
）」、
コ
メ
は
「
大
阪
堂
島
商
品
取
引
所
（
旧
関

西
商
品
取
引
所
）」
に
移
管
さ
れ
た
。

（
２
）

こ
こ
数
年
の
世
界
に
お
け
る
取
引
所
再
編
成
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
吉
川
真
裕
氏
が
詳
細
な
紹
介
と
分
析
を
行
っ
て
い
る
（「
Ｓ
Ｇ
Ｘ
に
よ

る
Ａ
Ｓ
Ｘ
買
収
合
意
」『
証
研
レ
ポ
ー
ト
』
一
六
六
四
号
、
二
〇
一
一
年
二
月
、「
国
境
を
越
え
た
取
引
所
の
合
併
・
買
収
」
同
一
六
六
六

号
、
六
月
、「
Ｌ
Ｓ
Ｅ
Ｇ
に
よ
る
Ｔ
Ｍ
Ｘ
買
収
合
意
の
撤
回
」
同
一
六
六
八
号
、
一
〇
月
、「
ド
イ
ツ
取
引
所
と
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス

ト
の
合
併
撤
回
」
同
一
六
七
〇
号
、
二
〇
一
二
年
二
月
）。
本
稿
も
こ
れ
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

（
３
）

レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
に
つ
い
て
は
、
吉
川
真
裕
「
米
国
株
式
市
場
規
制
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
」『
証
券
経
済
研
究
』
六
一
号

（
二
〇
〇
八
年
三
月
）、
清
水
葉
子
「
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
Ｎ
Ｍ
Ｓ
後
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
の
地
位
に
つ
い
て
」『
証
研
レ
ポ
ー
ト
』

一
六
五
五
号
、
二
〇
〇
九
年
八
月
を
参
照
の
こ
と
。

（
４
）

日
本
証
券
経
済
研
究
所
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
証
券
市
場
』
二
〇
一
二
年
版
、
二
三
八
ペ
ー
ジ
。

（
５
）

も
っ
と
も
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
所
に
な
っ
て
く
る
と
別
の
コ
ス
ト
負
担
が
発
生
す
る
。
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
の
場
合
に
は
決

済
方
法
は
現
物
決
済
が
中
心
で
あ
る
た
め
、
受
渡
し
物
品
の
品
質
鑑
定
や
保
管
倉
庫
の
設
置
費
用
な
ど
が
か
さ
ん
で
く
る
か
ら
で
あ
る
。

（
に
か
み
　
き
よ
し
・
客
員
研
究
員
）
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は
じ
め
に

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
日
本
銀
行
は
、
日
本
銀
行
法
が
定
め
る
「
通
常
業
務
」
の
範
囲
を
超
え
る
様
々
な
資
金
供
給
を
お
こ
な
っ

て
き
た
。
個
別
金
融
機
関
へ
の
い
わ
ゆ
る
「
特
融
」、
預
金
保
険
機
構
へ
の
貸
付
、
金
融
機
関
保
有
株
式
の
買
入
れ
、
Ｅ
Ｔ
Ｆ
や
Ｒ

Ｅ
Ｉ
Ｔ
の
買
入
れ
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
金
融
危
機
、
景
気
低
迷
、
デ
フ
レ
、
そ
し
て
政
治
的
圧
力
の
高
ま
り
が
こ
う
し
た
措
置
を
日
銀
に
促
し
て
き
た

の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
通
常
業
務
以
外
の
こ
う
し
た
資
金
供
給
が
、
日
銀
法
上
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
に
あ
る
の
か
、
整
理
す
る
。

１
　
旧
日
銀
法
と
特
融
等

現
在
の
日
本
銀
行
法
（
以
下
、
現
行
法
）
は
、
一
九
九
七
年
に
、
旧
日
本
銀
行
法
（
一
九
四
二
年
制
定
、
以
下
、
旧
法
）
の
全
文

改
正
に
よ
っ
て
成
立
し
た
（
一
九
九
七
年
六
月
一
一
日
成
立
、
六
月
一
八
日
公
布
、
九
八
年
四
月
一
日
施
行
）
（
１
）。

ま
ず
、
旧
法
に
お
け
る
特
融
等
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
旧
法
に
お
け
る
特
融
（
２
）

は
、
第
二
五

条
「
日
本
銀
行
ハ
主
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
信
用
制
度
ノ
保
持
育
成
ノ
為
必
要
ナ
ル
業
務
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
」
の
規
定
に
も
と
づ
く

も
の
で
あ
り
、
一
九
六
五
年
の
山
一
証
券
、
大
井
証
券
へ
の
（
取
引
先
銀
行
を
通
じ
た
）
融
資
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
第

（9）

日
本
銀
行
法
と
「
最
後
の
貸
し
手
」
機
能

伊
豆
　
　
久



二
五
条
の
発
動
は
そ
れ
が
最
初
で
は
な
い
。
終

戦
直
後
の
一
九
四
七
年
、
復
興
金
融
金
庫
の
発

足
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
資
金
調
達
の
た
め
の
債

券
が
市
中
で
消
化
困
難
で
あ
る
と
の
判
断
か
ら

日
銀
が
引
き
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
れ

も
第
二
五
条
を
根
拠
と
し
て
い
る
（『
日
本
銀

行
百
年
史
』
第
六
巻
一
〇
三
頁
）。

山
一
・
大
井
証
券
へ
の
特
融
以
後
、
三
〇
年

近
く
第
二
五
条
の
発
動
は
な
か
っ
た
が
、
一
九

九
〇
年
代
に
入
り
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
不
良
債

権
処
理
の
過
程
で
た
び
た
び
活
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

信
用
組
合
か
ら
地
方
銀
行
、
さ
ら
に
は
都
銀
、

大
手
証
券
会
社
へ
と
信
用
不
安
が
拡
大
す
る
一

方
で
、
政
府
と
預
金
保
険
機
構
に
よ
る
破
綻
処

理
制
度
の
整
備
に
は
時
間
が
か
か
り
、
そ
う
し

た
な
か
で
、
日
本
銀
行
が
、
破
綻
金
融
機
関
の

預
金
払
戻
し
に
、
あ
る
い
は
事
業
譲
渡
を
受
け

（10）

表１　特融等の実施例

⑯

旧法第25条

1997年11月26日

① 1947年２月15日 みどり銀行 1998年５月15日
② 1965年５月29日 国民銀行 1999年４月11日
③ 1965年７月６日 幸福銀行 1999年５月22日
④ 1995年１月13日 東京相和銀行 1999年６月12日
⑤ 1995年７月31日 なみはや銀行 1999年８月７日
⑥ 1995年８月28日 新潟中央銀行 1999年10月２日
⑦ 1995年８月30日 信用組合関西興銀 2000年12月16日
⑧ 1995年８月30日 朝銀近畿信用組合 2000年12月29日
⑨ 1996年１月26日 石川銀行 2001年12月28日

⑭ 1997年11月17日
⑮ 1997年11月24日

（注）a ①復金債の引受け。②240億円まで、後390億円までに増額。③80億円まで。④破綻した２
信組の受け皿銀行として設立、200億円の出資。⑨兵庫銀行の受皿銀行、1,100億円の劣後
貸付。⑩2,200億円の貸付。⑪住専処理のために日銀と民間金融機関の出資によって設立、
1,000億円の拠出。上記以外は金額未定の貸付。

s 日付は、（①を除いて）日本銀行政策委員会の議決日。
d 金額未定の貸付の貸付額は、一定の期日（営業譲渡の終了等）までの預金の払戻し等に必
要最小限の金額、として決定された（実際の貸付はなされなかった場合を含む）。

f 証券会社、信用組合への貸付は、それぞれ、取引銀行、全国信用協同組合連合会を通じて
なされた。

（出所）『日本銀行政策委員会年次報告書』、日銀ウェブサイト「信用秩序維持に資するための資金供
給」等より作成。

現行法第38条
復興金融金庫 ⑰
山一証券 ⑱
大井証券 ⑲
東京共同銀行 @0

コスモ信用組合 @1

東京共同銀行 @2

木津信用組合 @3

兵庫銀行 @4

みどり銀行 @5

⑩ 東京共同銀行 1996年４月26日 @6 中部銀行 2002年３月８日
⑪ 新金融安定化基金 1996年９月24日 @7 りそな銀行 2003年５月17日
⑫ 阪和銀行 1996年11月21日 @8 足利銀行 2003年11月29日
⑬ 京都共栄銀行 1997年10月14日

北海道拓殖銀行
山一証券
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る
金
融
機
関
向
け
に
資
金
を
供
給
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。

２
　
現
行
日
銀
法
と
特
融
等

そ
し
て
、
こ
の
旧
法
第
二
五
条
の
内
容
は
、
現
行
法
に
お
い
て
は
、
第
三
七
条
と
第
三
八
条
の
二
つ
に
分
割
し
て
規
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

第
三
七
条
は
、
シ
ス
テ
ム
・
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
に
よ
っ
て
一
時
的
な
資
金
不
足
に
陥
っ
た
金
融
機
関
に
対
す
る
無
担
保
貸
出
の
場
合

で
、
一
九
八
五
年
に
米
国
で
発
生
し
た
バ
ン
ク
・
オ
ブ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ト
ラ
ブ
ル
を
念
頭
に
制
定
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
バ
ラ
ン

ス
シ
ー
ト
に
問
題
は
な
い
も
の
の
、
突
発
的
な
事
故
に
よ
り
一
時
的
な
流
動
性
不
足
が
発
生
し
た
場
合
の
融
資
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
第
三
八
条
は
、
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
に
問
題
が
あ
る
銀
行
へ
の
資
金
供
給
を
定
め
て
い
る
（
後
掲
資
料
２
、
５
、
６
参
照
）。

現
行
法
施
行
か
ら
現
在
ま
で
、
第
三
七
条
が
発
動
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、
第
三
八
条
に
つ
い
て
は
表
１
に
ま
と
め
た
例
が
あ
る
。

金
融
機
関
の
破
綻
は
、
一
九
九
一
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
ま
で
で
合
計
一
八
〇
件
に
上
る
が
、
そ
れ
を
旧
法
下
（
九
八
年
三
月
ま
で
）

と
現
行
法
下
（
九
八
年
四
月
以
降
）
に
時
期
区
分
す
る
と
、
前
者
が
三
六
件
、
後
者
が
一
四
四
件
で
あ
る
（
件
数
は
預
金
保
険
機
構

『
平
成
金
融
危
機
へ
の
対
応
　
預
金
保
険
は
い
か
に
機
能
し
た
か
』
二
〇
〇
七
年
に
拠
る
）。
と
こ
ろ
が
、
特
融
等
の
発
動
件
数
は
、

前
者
が
一
六
件
、
後
者
が
一
二
件
と
旧
法
下
の
ほ
う
が
多
い
。
ま
た
、
旧
法
下
で
は
、
受
皿
銀
行
へ
の
出
資
な
ど
、
預
金
の
払
戻
し

等
の
た
め
の
流
動
性
供
給
以
外
の
資
金
供
給
も
行
わ
れ
て
い
た
が
、
現
行
法
下
で
は
そ
れ
ら
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
変
化
は
、

九
〇
年
代
末
以
降
、
破
綻
処
理
体
制
の
整
備
が
進
み
日
銀
へ
の
依
存
度
が
低
下
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
旧

法
下
の
（
破
綻
件
数
に
比
べ
た
）
特
融
等
の
頻
繁
な
発
動
は
、
本
来
、
政
府
・
預
金
保
険
機
構
の
行
う
べ
き
破
綻
処
理
を
肩
代
わ
り

し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
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し
か
し
、
第
三
七
条
と
第
三
八
条
の
違
い
は
、
対
象
と
な
る
銀
行
が
流
動
性
不
足
か
資
本
不
足
か
の
違
い
だ
け
で
は
な
い
。
条
文

を
よ
く
読
む
と
、
第
三
八
条
で
は
、
第
一
項
で
「
大
蔵
大
臣
」
が
「
日
本
銀
行
」
に
「
要
請
」
し
、
第
二
項
で
「
日
本
銀
行
」
が
当

該
要
請
に
応
じ
て
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
が
「
で
き
る
」
と
な
っ
て
い
る
。「
要
請
」
す
る
の
は
政
府
で
、
日
銀
は
要
請
が
な
け

れ
ば
第
三
八
条
を
発
動
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
政
府
の
側
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
要
請
」

が
あ
れ
ば
日
銀
は
発
動
す
る
こ
と
が
「
で
き
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
逆
に
、
要
請
を
拒
否
す
る
こ
と
も
法
律
上
は
可
能
だ
と
解
釈
さ

れ
る
。
と
こ
ろ
が
第
三
七
条
を
見
る
と
、
す
べ
て
は
日
銀
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
政
府
が
関
与
す
る
余
地
は
な
い
。
こ
の
よ

う
に
第
三
七
条
と
第
三
八
条
で
は
政
府
と
日
銀
の
関
係
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
３
）。

こ
の
よ
う
な
異
な
っ
た
扱
い
と
な
っ
た
理
由
は
、
現
行
法
制
定
時
の
中
央
銀
行
研
究
会
、
金
融
制
度
調
査
会
の
答
申
の
以
下
の
叙

述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
（
資
料
５
、
６
参
照
）。

す
な
わ
ち
、
①
「
経
営
の
健
全
性
に
問
題
の
な
い
金
融
機
関
の
緊
急
か
つ
一
時
的
な
流
動
性
不
足
」
に
つ
い
て
は
「
日
本
銀
行
が

独
自
の
判
断
で
、
流
動
性
供
給
を
」
行
う
べ
き
で
あ
り
、
②
信
用
不
安
へ
の
対
応
に
お
い
て
は
「
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
等
の
行
政

的
手
法
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
最
終
的
な
責
任
は
政
府
に
あ
る
」
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、「
政
府
が
・
・
・
日
本
銀
行
に
対
し
、

信
用
秩
序
維
持
の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
の
要
請
に
、
日
本
銀
行

が
政
策
委
員
会
の
議
決
に
よ
り
同
意
し
た
場
合
、
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
仕
組
み
と
す
る
」
と
整
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
振
り
返
っ
て
旧
法
第
二
五
条
で
は
、
日
銀
と
政
府
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

条
文
で
は
、
日
銀
が
大
蔵
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
日
銀
が
主
体
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
め
る
。

し
か
し
旧
法
に
お
い
て
は
日
銀
が
大
蔵
大
臣
の
監
督
下
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
読
み
方
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
大
蔵
大
臣
は
、

日
銀
に
対
し
て
、
監
督
権
（
第
四
二
条
）、
業
務
命
令
権
（
第
四
三
条
）、
解
任
権
（
第
四
七
条
）
等
を
保
持
し
て
お
り
、
法
律
上
、
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日
銀
の
独
立
性
は
著
し
く
制
約
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
先
述
の
一
九
四
七
年
の
復
金
債
の
引
受
け
に
お
い
て
も
、
大
蔵
省
銀
行
局

長
か
ら
日
銀
総
裁
へ
の
通
牒
の
発
出
が
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

３
　
預
金
保
険
法
に
よ
る
日
銀
融
資

し
か
し
、
日
銀
の
「
通
常
業
務
」
以
外
の
資
金
供
給
は
、
旧
法
第
二
五
条
、
現
行
法
第
三
八
条
の
発
動
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
一

つ
が
、
預
金
保
険
法
に
も
と
づ
く
預
金
保
険
機
構
へ
の
貸
付
で
あ
る
。

預
金
保
険
機
構
は
、
政
府
、
日
銀
、
金
融
機
関
三
者
の
一
億
五
千
万
円
ず
つ
の
出
資
に
よ
り
、
一
九
七
一
年
に
設
立
さ
れ
た
（
４
）。

金

融
機
関
が
預
金
額
に
応
じ
て
納
付
す
る
保
険
料
に
よ
り
、
破
綻
金
融
機
関
の
預
金
者
に
一
定
額
（
当
初
、
一
〇
〇
万
円
）
ま
で
の
元

本
を
保
証
す
る
仕
組
み
を
と
っ
て
い
た
が
、
緊
急
時
に
は
、
日
本
銀
行
か
ら
借
入
れ
（
当
初
、
五
〇
〇
億
円
ま
で
）
を
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
て
い
る
（
資
料
３
参
照
）。
こ
の
日
銀
貸
出
は
、
旧
法
に
お
い
て
も
現
行
法
に
お
い
て
も
日
銀
法
で
は
な
く
、
預
金
保
険

法
を
根
拠
と
す
る
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
貸
出
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
日
銀
法
第
三
八
条
の
政
府
に
よ
る
要

請
や
第
四
三
条
の
認
可
は
必
要
な
い
（
た
だ
し
、
保
険
機
構
の
側
で
、
借
入
れ
を
行
う
際
に
、
政
府
の
認
可
が
必
要
）。

当
初
、
保
険
機
構
か
ら
の
支
援
は
、
破
綻
金
融
機
関
の
清
算
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
預
金
の
払
戻
し
が
想
定
さ
れ
て
い
た
が
、
金
融

機
関
の
清
算
が
現
実
的
で
な
い
こ
と
か
ら
、
一
九
八
六
年
に
、
金
融
機
関
の
存
続
を
前
提
と
し
た
資
金
援
助
方
式
が
導
入
さ
れ
る
。

し
か
し
、
バ
ブ
ル
が
崩
壊
す
る
ま
で
預
金
保
険
が
実
際
に
発
動
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
一
九
九
二
年
、
東
邦
相
互
銀
行
が
伊
予
銀
行
に
救
済
合
併
さ
れ
る
際
、
設
立
以
来
初
め
て
保
険
機
構
か
ら
の
支
援
が
実

施
さ
れ
、
以
降
、
東
洋
信
用
金
庫
、
釜
石
信
用
金
庫
の
救
済
と
続
く
。
た
だ
し
こ
の
時
点
で
は
、
支
援
額
は
ま
だ
ペ
イ
オ
フ
・
コ
ス

ト
（
所
定
の
元
本
と
利
息
の
払
戻
し
に
必
要
な
資
金
）
ま
で
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
ペ
イ
オ
フ
・
コ
ス
ト
ま
で
の
支
援
だ
け
で
は
破
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綻
金
融
機
関
の
不
良
債
権
処
理
に
は
不
十
分
で
あ
っ
た
が
、
銀
行
融
資
に
対
す
る
一
定
の
ニ
ー
ズ
が
あ
り
、
か
つ
店
舗
行
政
が
厳
し

か
っ
た
当
時
に
お
い
て
は
、
合
併
や
営
業
譲
渡
に
よ
っ
て
獲
得
で
き
る
店
舗
網
の
価
値
が
大
き
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
で
も
救
済
金
融

機
関
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
破
綻
金
融
機
関
の
増
大
に
よ
り
預
金
保
険
機
構
は
資
金
不
足
に
陥
り
、
ま
た
、
救
済
金
融
機
関
を
見
つ
け
る

た
め
に
は
ペ
イ
オ
フ
・
コ
ス
ト
を
超
え
る
支
援
が
必
要
と
な
る
。
さ
ら
に
は
、
引
受
け
手
が
見
つ
け
ら
れ
ず
、
新
た
な
受
け
皿
銀
行

を
設
立
す
る
必
要
さ
え
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
九
六
年
九
月
以
降
、
保
険
機
構
は
、
先
に
紹
介
し
た
預
金
保
険
法

の
規
定
に
も
と
づ
き
、
不
足
す
る
資
金
を
日
銀
か
ら
借
り
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
時
的
に
不
足
す
る
資
金
は
、
本
来
、

預
金
保
険
機
構
債
の
発
行
、
ま
た
は
市
場
か
ら
の
借
入
れ
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
実
際
に
は
難
し
く
、

九
六
、
九
七
年
度
は
借
入
れ
の
ほ
と
ん
ど
を
日
銀
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
残
高
は
、
九
八
年
度
末
に
は
六
兆
六
千
億
円

を
超
え
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
保
険
機
構
の
債
務
残
高
は
増
加
し
て
い
く
が
、
日
銀
の
金
融
緩
和
政
策
の
進
展
、
保
険
機
構
債
の
日

銀
適
格
担
保
化
等
に
よ
り
、
市
場
か
ら
の
調
達
に
移
行
し
、
二
〇
〇
一
年
度
以
降
、
日
銀
借
入
残
高
は
ゼ
ロ
と
な
っ
て
い
る
（
５
）。

こ
の
よ
う
に
、
日
銀
か
ら
の
預
金
保
険
機
構
向
け
貸
付
は
、
一
時
的
と
は
い
え
、
極
め
て
大
き
な
金
額
に
達
し
て
お
り
、
ま
た
、

そ
れ
は
、
日
銀
法
改
正
が
議
論
さ
れ
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
関
連
す
る
規
定
が
現
行
日
銀
法
に
書
き
込
ま
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
問
題
は
改
正
時
の
審
議
会
等
の
報
告
書
に
お
い
て
も
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
理
由

は
筆
者
に
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

４
　
「
他
業
禁
止
規
定
」
の
た
だ
し
書
き
の
活
用

も
う
一
つ
の
、「
通
常
業
務
」
以
外
の
資
金
供
給
は
、
現
行
法
第
四
三
条
の
他
業
禁
止
規
定
の
た
だ
し
書
き
規
定
の
活
用
で
あ
る
。
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日
銀
は
、
政
府
の
認
可
を
受
け
れ
ば
日
銀
法
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
業
務
を
行
え
る
の
で
あ
る
（
資
料
２
参
照
）。
そ
れ
が
実
際
に

用
い
ら
れ
た
の
は
、

①
金
融
機
関
保
有
株
式
の
買
入
れ
（
二
〇
〇
二
年
一
一
月
〜
二
〇
〇
四
年
九
月
、
二
〇
〇
九
年
二
月
〜
二
〇
一
〇
年
四
月
）

②
劣
後
ロ
ー
ン
の
供
給
（
二
〇
〇
九
年
四
月
決
定
〜
二
〇
一
〇
年
三
月
）

③
Ｅ
Ｔ
Ｆ
、
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
の
買
入
れ
（
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
〜
）

で
あ
る
。

第
三
八
条
の
活
用
に
は
政
府
か
ら
の
要
請
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
要
請
は
、「
信
用
秩
序
の
維
持
に
重
大
な
支
障
が
生
じ

る
と
き
」
ま
た
は
「
そ
の
他
の
信
用
秩
序
の
維
持
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
」
と
き
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
株

式
の
買
入
れ
を
と
れ
ば
、
銀
行
の
保
有
株
式
を
抑
え
銀
行
の
健
全
性
を
高
め
る
た
め
と
さ
れ
た
が
、
信
用
不
安
へ
の
対
処
と
は
い
え

な
か
っ
た
た
め
、
第
三
八
条
の
適
用
に
は
無
理
が
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
銀
行
の
株
式
保
有
を
減
ら
す
の
で
あ

れ
ば
、
市
場
で
売
却
す
れ
ば
よ
い
だ
け
で
あ
る
。
と
い
っ
て
、
日
銀
が
株
価
に
関
与
す
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
く
、
ま
た
可
能
で
も

な
い
。
し
か
し
、
政
府
か
ら
の
圧
力
は
強
ま
る
一
方
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
第
四
三
条
の
た
だ
し
書
き
が
、
政
府
か
ら
の
圧
力
を
か

わ
す
便
法
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
銀
は
、
強
制
通
用
力
を
も
つ
不
換
紙
幣
の
独
占
的
発
行
権
を
与
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
業
務
範
囲
に
法
的
な
制
約
が
か
か
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
を
定
め
た
他
業
禁
止
規
定
を
逸
脱
す

る
こ
と
は
、
た
だ
し
書
き
規
定
が
あ
る
と
は
い
え
極
め
て
例
外
的
な
時
に
し
か
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

５
　
非
「
通
常
業
務
」
と
情
報
公
開

そ
し
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
、「
通
常
業
務
」（
現
行
法
第
三
三
条
）
以
外
の
資
金
供
給
に
つ
い
て
は
、
日
銀
の
情
報
公
開
上
、
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重
大
な
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

現
行
法
の
制
定
に
よ
っ
て
、
日
銀
は
、
政
府
か
ら
の
高
い
独
立
性
を
与
え
ら
れ
る
一
方
、
そ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
情
報
公
開
（
透
明

性
）
に
よ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
中
央
銀
行
研
究
会
が
、
答
申
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
「
開
か
れ
た
独
立
性
を
求
め

て
」
と
し
て
い
る
の
は
そ
の
意
味
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
日
銀
の
最
高
意
思
決
定
機
関
と
な
っ
た
政
策
委
員
会
の
議
事
に
つ
い
て

は
、
議
事
要
旨
（
一
ヶ
月
後
）
と
議
事
録
（
一
〇
年
後
）
が
公
開
さ
れ
（
第
二
〇
条
）、
ま
た
国
会
に
対
し
て
も
報
告
書
（「
通
貨
及

び
金
融
に
関
す
る
報
告
書
」）
を
六
ヶ
月
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と
（
第
五
四
条
）
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
情
報
公
開
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
政
策
委
員
会
の
う
ち
、
金
融
政
策
決
定
会
合
（
第
一
五
条
第
一

項
）
に
限
定
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
政
策
委
員
会
会
合
（
通
常
会
合
）
に
は
公
開
の
義
務
が
な
い
。
そ
し
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い

る
い
わ
ゆ
る
特
融
等
（
第
三
七
条
、
第
三
八
条
）、
他
業
禁
止
の
た
だ
し
書
き
（
第
四
三
条
）
に
関
す
る
事
項
等
は
、
通
常
会
合
で

の
議
事
と
さ
れ
て
い
る
た
め
（
第
一
五
条
第
二
項
）、
会
議
の
内
容
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
日
銀
は
、
二
〇
〇
二
年
に
他
業
禁
止
の
た
だ
し
書
き
規
定
を
利
用
し
て
金
融
機
関
保
有
の
株
式
の

買
入
れ
を
決
定
し
て
い
る
が
（
九
月
一
八
日
に
買
取
り
方
針
を
、
翌
月
一
一
日
に
は
そ
の
基
本
要
領
を
決
定
）、
こ
れ
ら
の
決
定
は

い
ず
れ
も
通
常
会
合
で
な
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
、
そ
の
議
事
要
旨
、
議
事
録
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
「
通
貨
及
び
金

融
に
関
す
る
報
告
書
」
に
お
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
特
融
等
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
金
融
機
関
の
経
営
内
容
等
に
関
す
る
議

論
が
な
さ
れ
る
た
め
そ
の
過
程
を
公
開
す
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、〈
透

明
性
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
独
立
性
〉
と
い
う
現
行
法
の
根
本
が
揺
ら
ぎ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
他
業
禁
止
の
た
だ
し
書
き
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
が
た
び
た
び
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
は
想
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
実
と
大
き
な
齟
齬
が

生
じ
て
い
る
。
通
常
会
合
に
つ
い
て
も
、
資
金
供
給
に
関
す
る
部
分
は
、
情
報
公
開
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
前
掲
神
田
一
九
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頁
参
照
）。

注（
１
）

日
銀
法
改
正
は
、
①
九
六
年
六
月
の
、
自
民
・
社
民
・
さ
き
が
け
与
党
三
党
「
金
融
行
政
を
は
じ
め
と
す
る
大
蔵
省
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
・
チ
ー
ム
」
に
よ
る
「
新
し
い
金
融
行
政
・
金
融
政
策
の
構
築
に
向
け
て
」
の
発
表
、
②
中
央
銀
行
研
究
会
（
総
理
大
臣
の
私
的
研
究

会
）
答
申
「
中
央
銀
行
制
度
の
改
革
―
開
か
れ
た
独
立
性
を
求
め
て
」（
一
九
九
六
年
一
一
月
）、
③
金
融
制
度
調
査
会
「
日
本
銀
行
法
の

改
正
に
関
す
る
答
申
」（
一
九
九
七
年
二
月
）
を
経
て
、
実
現
し
た
。

立
法
関
係
者
に
よ
る
解
説
と
し
て
、
國
枝
繁
樹
（
大
蔵
省
銀
行
局
総
務
課
課
長
補
佐
）「
日
本
銀
行
法
の
改
正
に
つ
い
て
」『
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
』
一
九
九
七
年
七
月
号
、
神
田
秀
樹
（
中
央
銀
行
研
究
会
委
員
）「
日
本
銀
行
法
の
改
正
」『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
一
一
九
号
、
一
九
九
七

年
九
月
一
五
日
、
館
龍
一
郎
（
金
融
制
度
調
査
会
会
長
）「
金
融
制
度
調
査
会
の
『
日
本
銀
行
法
の
改
正
に
関
す
る
答
申
』」『
金
融
』
一
九

九
七
年
三
月
、
江
頭
憲
次
郎
（
金
制
調
小
委
員
会
委
員
）「
日
本
銀
行
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
平
出
慶
道
他
編
『
現
代
企
業
法
の
理
論
』
信

山
出
版
、
一
九
九
八
年
な
ど
が
あ
る
。

他
に
、
法
学
者
に
よ
る
検
討
と
し
て
、
櫻
井
敬
子
「
日
本
銀
行
の
法
的
性
格
」
碓
井
光
明
他
編
『
公
法
学
の
法
と
政
策
（
下
）』
有
斐
閣
、

二
〇
〇
〇
年
、
塩
野
宏
監
修
　
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
「
公
法
的
観
点
か
ら
み
た
中
央
銀
行
に
つ
い
て
の
研
究
会
」
編
『
日
本
銀
行
の
法

的
性
格
―
新
日
銀
法
を
踏
ま
え
て
』
弘
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）

「
特
融
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
、
日
銀
法
で
は
新
旧
い
ず
れ
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
厳
密
な
定
義
は
な
い
。
日
銀
で
は

戦
前
よ
り
「
特
別
融
通
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
お
り
、「
特
融
」
は
そ
の
略
語
と
し
て
一
般
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
旧

法
第
二
五
条
の
発
動
す
な
わ
ち
「
特
融
」
で
は
な
い
。
本
文
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
復
金
債
の
引
受
け
や
東
京
共
同
銀
行
へ
の
出
資
な
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ど
は
、
第
二
五
条
に
も
と
づ
く
が
融
資
で
は
な
い
た
め
「
特
融
」
に
は
含
ま
れ
な
い
（
出
資
等
を
含
め
る
と
特
融
「
等
」
と
な
る
）。
現
行

法
に
お
い
て
は
、
第
三
八
条
に
も
と
づ
く
貸
付
の
み
が
「
特
融
」
で
あ
っ
て
、
第
三
七
条
の
一
時
的
貸
付
は
「
特
融
」
に
含
ま
な
い
と
い

う
の
が
日
銀
の
解
釈
の
よ
う
で
あ
る
（
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
編
『
日
本
銀
行
の
機
能
と
業
務
』
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
、
一
四
七
頁
）。

た
だ
し
、
第
三
七
条
に
よ
る
貸
付
も
含
め
る
べ
き
だ
と
の
意
見
も
あ
る
（
前
掲
神
田
二
〇
頁
参
照
）。

（
３
）

小
栗
誠
治
「
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
と
中
央
銀
行
の
『
最
後
の
貸
し
手
』
機
能
」『
彦
根
論
叢
』
第
三
四
二
号
、
二
〇
〇
三
年
も
参
照
。

（
４
）

預
金
保
険
制
度
の
推
移
に
つ
い
て
は
、「
破
綻
処
理
手
法
の
進
化
と
関
連
法
の
整
備
」
預
金
保
険
機
構
前
掲
書
参
照
。

（
５
）

預
金
保
険
機
構
の
財
務
に
つ
い
て
は
、「
破
綻
処
理
財
源
の
変
遷
と
預
金
保
険
機
構
の
財
務
構
造
の
あ
り
方
」
預
金
保
険
機
構
前
掲
書
参
照
。

資
料
１
　
旧
・
日
本
銀
行
法
（
一
九
四
三
年
三
月
二
〇
日
施
行
）

第
二
〇
条
【
通
常
業
務
】
日
本
銀
行
ハ
左
ノ
業
務
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス

一
　
商
業
手
形
、
銀
行
引
受
手
形
ソ
ノ
他
ノ
手
形
ノ
割
引

二
　
手
形
、
国
債
其
ノ
他
ノ
有
価
証
券
、
地
金
銀
又
ハ
商
品
ヲ
担
保
ト
ス
ル
貸
付

・
・
・

第
二
五
条
【
信
用
制
度
保
持
育
成
】
日
本
銀
行
ハ
主
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
信
用
制
度
ノ
保
持
育
成
ノ
為
必
要
ナ
ル
業
務
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
　

第
二
七
条
【
他
業
禁
止
】
日
本
銀
行
ハ
本
法
ニ
規
定
セ
ザ
ル
業
務
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ズ
但
シ
日
本
銀
行
ノ
目
的
達
成
上
必
要
ア
ル
場
合
ニ
於
テ

主
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ
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資
料
２
　
現
行
・
日
本
銀
行
法
（
一
九
九
八
年
四
月
一
日
施
行
）

第
三
三
条
【
通
常
業
務
】
日
本
銀
行
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
商
業
手
形
そ
の
他
の
手
形
の
割
引

二
　
手
形
、
国
債
そ
の
他
の
有
価
証
券
を
担
保
と
す
る
貸
付
け

・
・
・

第
三
七
条
【
金
融
機
関
等
に
対
す
る
一
時
貸
付
け
】
日
本
銀
行
は
、
金
融
機
関
（
・
・
・
）
そ
の
他
の
金
融
業
を
営
む
者
で
あ
っ
て
政
令
で
定

め
る
も
の
（
以
下
「
金
融
機
関
等
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
電
子
情
報
処
理
組
織
の
故
障
そ
の
他
の
偶
発
的
な
事
由
に
よ
り
予
見
し
難

い
支
払
資
金
の
一
時
的
な
不
足
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
不
足
す
る
支
払
資
金
が
直
ち
に
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
当
該
金
融
機

関
等
の
業
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
金
融
機
関
の
間
に
お
け
る
資
金
決
済
の
円
滑
の
確

保
を
図
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
金
融
機
関
等
に
対
し
、
政

令
で
定
め
る
期
間
を
限
度
と
し
て
、
担
保
を
徴
求
す
る
こ
と
な
く
そ
の
不
足
す
る
支
払
資
金
に
相
当
す
る
金
額
の
資
金
の
貸
付
け
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
項
　
日
本
銀
行
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
大
蔵
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
三
八
条
【
信
用
秩
序
の
維
持
に
資
す
る
た
め
の
業
務
】
大
蔵
大
臣
は
、
金
融
機
関
の
業
務
又
は
財
産
そ
の
他
の
状
況
に
照
ら
し
信
用
秩
序
の

維
持
に
重
大
な
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
の
信
用
秩
序
の
維
持
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
日
本
銀
行
に
対
し
、
当
該
金
融
機
関
へ
の
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
信
用
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
業

（19）



務
を
行
う
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
項
　
日
本
銀
行
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
大
蔵
大
臣
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
当

該
要
請
に
応
じ
て
特
別
の
条
件
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
信
用
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
業
務
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

第
四
三
条
【
他
業
の
禁
止
】
日
本
銀
行
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
日
本
銀
行
の
業
務
と
さ
れ
た
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
日
本
銀
行
の
目
的
達
成
上
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
大
蔵
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
注
　
現
在
ま
で
に
、「
大
蔵
大
臣
」
を
「
内
閣
総
理
大
臣
及
び
財
務
大
臣
」
と
す
る
な
ど
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
）

資
料
３
　
預
金
保
険
法

第
四
二
条
【
借
入
金
及
び
預
金
保
険
機
構
債
】

第
二
項
　
機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
一
時
的
な
資
金
繰
り
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣

総
理
大
臣
及
び
財
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
日
本
銀
行
か
ら
資
金
の
借
入
れ
（
借
換
え
を
含
む
。）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
項
　
日
本
銀
行
は
、
日
本
銀
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
に
対
し
、
第

二
項
の
資
金
の
貸
付
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（20）



資
料
４
　
与
党
三
党
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
ー
ム
「
新
し
い
金
融
行
政
・
金
融
政
策
の
構
築
に
向
け
て
」（
一
九
九
六
年
六
月
一
三
日
）
よ
り
。

過
剰
流
動
性
や
バ
ブ
ル
に
お
け
る
マ
ク
ロ
経
済
政
策
の
誤
り
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
も
、
中
央
銀
行
と
し
て
の
独
立
性
と
政
策
決
定
責
任

を
よ
り
鮮
明
に
す
る
方
向
で
、
日
銀
法
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
・
・
・
第
五
に
、
金
融
機
関
の
健
全
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
日
銀
考

査
・
日
銀
特
融
の
あ
り
方
に
つ
い
て
明
確
に
（
明
定
）
す
る
。
・
・
・
政
府
に
お
い
て
透
明
か
つ
公
正
な
検
討
の
場
を
設
け
る
こ
と
を
検
討
す

べ
き
で
あ
る
。

資
料
５
　
中
央
銀
行
研
究
会
（
総
理
大
臣
の
私
的
研
究
会
）「
中
央
銀
行
制
度
の
改
革
〜
開
か
れ
た
独
立
性
を
求
め
て
」（
一
九
九
六
年
一
一
月
一
二

日
）
よ
り
。

（
信
用
不
安
へ
の
対
処
）

信
用
不
安
が
生
じ
た
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
等
に
つ
い
て
は
行
政
的
手
法
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
最
終
的
責
任

は
政
府
に
あ
る
が
、
日
本
銀
行
は
「
最
後
の
貸
手
」
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
う
必
要
が
あ
る
。

そ
の
際
の
日
本
銀
行
の
役
割
は
、
基
本
的
に
は
、
信
用
秩
序
維
持
の
観
点
か
ら
、
適
切
な
流
動
性
を
供
給
し
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
明
白
に

回
収
不
能
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
損
失
補
填
は
、
金
融
機
関
の
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
避
け
る
た
め
に
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

信
用
不
安
へ
の
対
処
に
お
い
て
は
、
政
府
の
行
う
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
化
策
（
信
用
秩
序
維
持
政
策
）
と
日
本
銀
行
の
政
策
と
の
整
合
性

を
確
保
す
る
必
要
が
あ
り
、
政
府
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
、
日
本
銀
行
と
の
合
意
を
経
て
、
必
要
な
措
置
が
実
行
さ
れ
る
枠
組
み
を
用
意
す
べ
き
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で
あ
る
。

他
方
、
金
融
機
関
の
一
時
的
か
つ
緊
急
の
流
動
性
不
足
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
明
確
な
規
定
の
下
、
日
本
銀
行
独
自
の
判
断
で
流
動
性
の
適

切
な
供
給
を
行
い
う
る
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
。

資
料
６
　
金
融
制
度
調
査
会
「
日
本
銀
行
法
の
改
正
に
関
す
る
答
申
」（
一
九
九
七
年
二
月
六
日
）
よ
り
。

「
信
用
秩
序
維
持
に
資
す
る
業
務
」
に
つ
い
て
の
「
説
明
」

１
（
信
用
秩
序
維
持
に
お
け
る
日
本
銀
行
の
役
割
）

こ
れ
ま
で
、
日
本
銀
行
は
、
現
行
日
本
銀
行
法
第
二
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
蔵
大
臣
の
認
可
を
得
て
、
無
担
保
の
貸
出
等
を
実
施
し
て

き
た
。
信
用
不
安
が
生
じ
た
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
金
融
機
関
の
破
綻
処
理
等
の
行
政
的
手
法
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
最
終
的
な
責
任
は

政
府
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
銀
行
も
、「
最
後
の
貸
手
」
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
信
用
秩
序
維
持
の
観
点
か
ら
適
切
な

流
動
性
供
給
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
明
白
に
回
収
不
能
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
損
失
補
填
は
、
金
融
機
関
の
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー

ド
を
避
け
る
た
め
に
も
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

２
（
一
時
貸
付
）

経
営
の
健
全
性
に
問
題
の
な
い
金
融
機
関
に
お
い
て
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
故
障
等
に
よ
り
、
緊
急
か
つ
一
時
的
な
流
動
性
不
足
が
生
じ
る

お
そ
れ
が
あ
り
、
日
本
銀
行
に
よ
る
一
時
的
な
流
動
性
の
供
給
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
該
当
す
る
事
例
と

（22）



し
て
は
、
一
九
八
五
年
に
、
バ
ン
ク
・
オ
ブ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
故
障
に
よ
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
連
銀
の
口
座
に
巨
額
の

赤
残
を
抱
え
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
連
銀
が
緊
急
融
資
を
行
っ
た
例
が
あ
る
。

自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
な
ど
に
照
ら
し
、
経
営
の
健
全
性
に
問
題
の
な
い
金
融
機
関
の
緊
急
か
つ
一
時
的
な
流
動
性
不
足
に
速
や
か
に
対

処
し
う
る
よ
う
、
一
定
の
期
間
を
限
度
と
し
て
、
日
本
銀
行
が
独
自
の
判
断
で
、
流
動
性
供
給
を
行
い
う
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
。

３
（
信
用
秩
序
維
持
の
た
め
の
特
別
な
業
務
）

新
し
い
金
融
行
政
の
下
で
は
、
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
応
じ
て
、
問
題
を
先
送
り
す
る
こ
と
な
く
、
政
府
が
、
適
切
な
是
正
措
置
を
講

じ
て
い
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
政
府
が
講
じ
る
信
用
秩
序
維
持
の
た
め
の
措
置
と
日
本
銀
行
の
行
う
流
動
性
供
給
は
、
整
合
的
で

あ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
経
営
の
健
全
性
に
問
題
の
あ
る
金
融
機
関
の
処
理
そ
の
他
の
信
用
不
安
へ
の
対
処
に
お
い
て
は
、
政
府
が
信
用
秩
序
維
持
の
た

め
、
日
本
銀
行
に
対
し
、
信
用
秩
序
維
持
の
た
め
必
要
と
認
め
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
の
要
請
に
、

日
本
銀
行
が
政
策
委
員
会
の
議
決
に
よ
り
同
意
し
た
場
合
、
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
仕
組
み
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

（
い
ず
　
ひ
さ
し
・
客
員
研
究
員
）
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二
〇
一
二
年
一
二
月
一
九
日
夕
方
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
（
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
）
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
取
引
所
連
合
で
あ
る
ユ
ー
ロ

ネ
ク
ス
ト
を
傘
下
に
持
つ
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
を
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
原
油
先
物
取
引
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ス
ワ

ッ
プ
（
Ｃ
Ｄ
Ｓ
）
の
ク
リ
ア
リ
ン
グ
業
務
を
お
こ
な
う
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
タ
ー
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
取
引
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｅ
）
が
一
株
三
三

ド
ル
で
買
収
す
る
形
で
統
合
交
渉
を
進
め
て
お
り
、
早
け
れ
ば
二
〇
日
に
も
正
式
発
表
が
あ
る
と
い
う
報
道
が
流
れ
、
時
間
外
取
引

で
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
株
価
は
引
値
の
二
四
・
〇
五
ド
ル
か
ら
二
九
・
二
〇
ド
ル
ま
で
急
騰
し
た
。
一
二
月
二
〇
日
早
朝

に
は
報
道
通
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｅ
に
よ
る
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
買
収
合
意
に
関
す
る
プ
レ
ス
・
リ
リ
ー
ス
が
発
表
さ
れ
、
八
時
四

五
分
か
ら
は
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
・
コ
ー
ル
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
株
式
交
換
を
含
め
た
買
収
合
意
価
格
は
一
株
三
三
・
一
二
ド
ル
で
あ

り
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
株
価
は
三
三
・
三
八
ま
で
一
時
は
上
昇
し
た
が
三
二
・
二
五
ド
ル
で
取
引
を
終
了
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｅ

の
株
価
は
四
％
一
時
は
下
落
し
た
が
前
日
比
一
・
四
％
上
昇
の
一
三
〇
・
一
〇
ド
ル
で
取
引
を
終
え
た
。

本
稿
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｅ
に
よ
る
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
買
収
合
意
の
内
容
と
経
過
、
Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
歩
み
を
紹
介
し
、
買
収
合
意
の

背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

１
　
買
収
合
意
の
内
容

二
〇
一
二
年
一
二
月
二
〇
日
に
公
表
さ
れ
た
プ
レ
ス
・
リ
リ
ー
ス
（
１
）

に
よ
れ
ば
、
前
日
の
引
値
で
計
算
し
て
一
株
三
三
・
一
二
ド
ル

Ｉ
Ｃ
Ｅ
に
よ
る
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
買
収
合
意

吉
川
　
真
裕



（
総
額
八
二
億
ド
ル
）
の
価
格
で
Ｉ
Ｃ
Ｅ
が
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
株
式
を
買
い
取
る
。
た
だ
し
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク

ス
ト
の
株
主
は
現
金
上
限
二
七
億
ド
ル
と
株
式
上
限
四
二
五
〇
万
株
の
範
囲
内
で
、
①
現
金
三
三
・
一
二
ド
ル
、
②
〇
・
二
五
八
一

株
の
Ｉ
Ｃ
Ｅ
株
式
、
③
現
金
一
一
・
二
七
ド
ル
と
〇
・
一
七
〇
三
株
の
Ｉ
Ｃ
Ｅ
株
式
、
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
予
定

で
あ
る
。
こ
の
総
額
八
二
億
ド
ル
の
買
収
資
金
の
内
訳
は
Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
株
式
六
七
％
と
現
金
三
三
％
か
ら
な
り
、
三
三
・
一
二
ド
ル
の

買
収
提
案
価
格
は
前
日
の
引
値
で
計
算
し
て
三
七
・
七
％
の
プ
レ
ミ
ア
ム
で
の
買
収
価
格
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
プ
レ
ス
・
リ
リ
ー
ス
で
は
買
収
価
格
の
説
明
に
続
い
て
以
下
の
一
〇
項
目
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

①
買
収
完
了
後
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
株
主
は
三
六
％
の
Ｉ
Ｃ
Ｅ
株
式
を
保
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

②
買
収
に
必
要
な
資
金
は
Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
保
有
資
金
と
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
。

③
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
監
督
機
関
と
株
主
の
承
認
を
経
て
二
〇
一
三
年
後
半
に
買
収
完
了
を
予
定
し
て
い
る
。

④
四
億
五
〇
〇
〇
万
ド
ル
の
経
費
節
減
の
大
半
は
買
収
完
了
後
二
年
間
で
実
現
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

⑤
一
五
％
以
上
の
利
益
増
加
は
買
収
完
了
後
一
年
間
で
実
現
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

⑥
買
収
実
現
後
、
Ｉ
Ｃ
Ｅ
ク
リ
ア
リ
ン
グ
は
よ
り
資
本
効
率
が
良
く
な
り
、
清
算
会
員
に
対
し
て
経
営
上
の
効
率
を
改
善
す
る
。

⑦
Ｉ
Ｃ
Ｅ
は
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
ブ
ラ
ン
ド
を
維
持
し
、
ア
ト
ラ
ン
タ
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
ヘ
ッ
ド
ク
ォ
ー
タ
ー
を
設

置
す
る
（
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
所
在
地
に
加
え
て
二
〇
一
三
年
六
月
に
新
た
な
オ
フ
ィ
ス
を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ミ
ッ
ド
タ
ウ
ン
に
設
置

す
る
）。

⑧
Ｉ
Ｃ
Ｅ
は
金
利
関
連
商
品
を
含
め
て
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｆ
Ｅ
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
商
品
の
国
際
市
場
運
営
者
と
し
て
の
役
割
を
維
持
す
る
。

⑨
市
場
環
境
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
監
督
機
関
の
支
持
の
も
と
で
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
を
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
企
業
と
し
て
新
規
公
開
す

る
。
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⑩
Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ス
プ
レ
ッ
カ
ー
（Jeffrey

C
.Sprecher

）、
ス
コ
ッ
ト
・
ヒ
ル
（Scott

A
.H

ill

）
が
そ
れ
ぞ
れ
会
長

兼
Ｃ
Ｅ
Ｏ
と
Ｃ
Ｆ
Ｏ
を
引
き
続
き
務
め
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
ダ
ン
カ
ン
・
ニ
ー
ダ
ー
ア
ウ
ア
ー
（D

uncan
L

.

N
iederauer

）
は
社
長
と
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
を
務
め
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
取
締
役
か
ら
四
人
が
Ｉ
Ｃ

Ｅ
の
取
締
役
会
に
加
わ
る
（
Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
取
締
役
は
現
在
の
一
一
人
か
ら
一
五
人
と
な
る
）。

プ
レ
ス
・
リ
リ
ー
ス
で
は
、
こ
の
後
に
金
融
面
で
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
、
経
営
面
で
の
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
、
競
争
と
市
場
構
造
面
で
の

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
が
説
明
さ
れ
、
最
後
に
双
方
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
筆
頭
（lead

）
財
務
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
は
モ
ル
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー
（M

organ
Stanley

）
で
あ
り
、
Ｂ
Ｍ
Ｏ
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
マ
ー
ケ
ッ
ツ
（B

M
O

C
apital

M
arkets

C
orp.

）、
ブ
ロ
ー
ド
ヘ
ブ
ン
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
（B

roadhaven
C

apital
P

artners

）、
Ｊ
Ｐ
モ
ル
ガ
ン
（JP

M
organ

）、
ラ
ザ
ー
ド
（Lazard

）、
ソ
シ
エ
テ
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
（Societe

G
enerale

C
orporate

&
Investm

ent
B

anking

）、
ウ

ェ
ル
ズ
・
フ
ァ
ー
ゴ
（W

ells
F

argo
Securities,LLC

）
も
財
務
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
務
め
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
法
務
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は
サ

リ
バ
ン
・
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
（Sullivan

&
C

rom
w

ellLLP

）
と
シ
ェ
ア
マ
ン
＆
ス
タ
ー
リ
ン
グ
（Shearm

an
&

Sterling
LLP

）
が

務
め
る
。
他
方
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
主
要
（principal

）
財
務
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は
ペ
レ
ラ
・
ワ
イ
ン
バ
ー
グ
・
パ
ー
ト

ナ
ー
ズ
（Perella

W
einberg

Partners

）
と
Ｂ
Ｎ
Ｐ
パ
リ
バ
（B

N
P

Paribas

）
で
あ
り
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
・
ア
ド
バ
イ
ザ
リ

ー
・
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
（B

lackstone
A

dvisory
P

artners
）、
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
（C

itigroup

）、
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス

（G
oldm

an
Sachs

&
C

o.

）、
モ
リ
ス
（M

oelis
&

C
o.

）
も
財
務
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
務
め
る
。
そ
し
て
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス

ト
の
法
務
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は
ワ
ッ
チ
ェ
ル
・
リ
プ
ト
ン
・
ロ
ー
ゼ
ン
＆
カ
ッ
ツ
（W

achtell,Lipton,R
osen

&
K

atz

）、
ス
ロ
ー
タ

ー
＆
メ
イ
（Slaughter

&
M

ay

）、
ス
テ
ィ
ブ
（Stibbe

N
.V

.

）
が
務
め
る
。
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２
　
合
併
合
意
に
至
る
経
過

二
〇
一
一
年
二
月
に
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
は
ド
イ
ツ
取
引
所
に
一
株
三
九
ド
ル
で
株
式
交
換
に
よ
っ
て
買
収
さ
れ
る
こ
と

に
合
意
し
た
が
、
同
年
四
月
に
な
っ
て
ナ
ス
ダ
ッ
ク
Ｏ
Ｍ
Ｘ
と
Ｉ
Ｃ
Ｅ
か
ら
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
に
対
す
る
買
収
提
案
が
公

表
さ
れ
た
。
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
株
式
一
株
に
対
し
て
四
二
・
五
〇
ド
ル
（
一
四
・
二
四
ド
ル
の
現
金
と
ナ
ス
ダ
ッ
ク
Ｏ
Ｍ

Ｘ
株
式
〇
・
四
〇
六
九
株
、
Ｉ
Ｃ
Ｅ
株
式
〇
・
一
四
三
六
株
の
株
式
交
換
）
の
買
収
条
件
が
提
示
さ
れ
、
三
月
末
の
ド
イ
ツ
取
引
所

の
株
価
と
為
替
レ
ー
ト
で
換
算
し
た
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
買
収
価
格
に
比
べ
て
一
九
％
の
プ
レ
ミ
ア
ム
で
あ
っ
た
。
買
収
後

に
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
は
分
割
さ
れ
、
Ｉ
Ｃ
Ｅ
が
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｆ
Ｅ
、
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｆ
Ｅ
・
Ｕ
Ｓ
、
Ｎ
Ｙ
Ｐ
Ｃ
（
Ｄ
Ｔ
Ｃ
Ｃ
と
の
合
弁

で
設
立
し
た
清
算
機
関
）
を
獲
得
し
、
ナ
ス
ダ
ッ
ク
Ｏ
Ｍ
Ｘ
が
残
り
を
獲
得
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
五
月
に
ナ

ス
ダ
ッ
ク
Ｏ
Ｍ
Ｘ
と
Ｉ
Ｃ
Ｅ
は
買
収
提
案
を
取
り
下
げ
た
。
そ
の
理
由
は
司
法
省
（
反
独
占
局
）
か
ら
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
と
ナ
ス
ダ
ッ
ク
の

統
合
は
株
式
上
場
市
場
の
独
占
化
を
ま
ね
く
恐
れ
が
あ
り
、
ナ
ス
ダ
ッ
ク
Ｏ
Ｍ
Ｘ
が
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
を
買
収
し
た
場
合

に
は
司
法
省
（
反
独
占
局
）
が
法
的
措
置
を
取
る
と
い
う
連
絡
を
受
け
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
買
収
提
案
の
取
り
下
げ
を
受
け
、

同
年
六
月
に
ド
イ
ツ
取
引
所
と
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
は
Ｅ
Ｕ
（
欧
州
委
員
会
競
争
総
局
）
に
合
併
承
認
を
求
め
た
が
、
紆
余

曲
折
を
経
て
二
〇
一
二
年
二
月
一
日
に
欧
州
委
員
会
は
合
併
計
画
を
承
認
し
な
い
と
い
う
決
定
を
お
こ
な
い
、
翌
二
月
二
日
に
ド
イ

ツ
取
引
所
と
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
は
合
併
計
画
を
撤
回
し
て
い
た
（
２
）。

関
係
者
の
証
言
に
よ
る
と
、
二
〇
一
二
年
二
月
に
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
に
上
場
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
四
半
期
決
算
に
対
し
て
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ

ネ
ク
ス
ト
の
ニ
ー
ダ
ー
ア
ウ
ア
ー
Ｃ
Ｅ
Ｏ
が
「
い
い
決
算
じ
ゃ
な
い
か
（H

ey,good
quarter

）」
と
い
う
三
語
の
メ
ー
ル
を
Ｉ
Ｃ
Ｅ

の
ス
プ
レ
ッ
カ
ー
会
長
兼
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
送
っ
た
こ
と
で
敵
対
的
買
収
提
案
以
降
途
絶
え
て
い
た
両
者
の
接
触
が
再
開
し
た
と
い
う
。
そ

し
て
、
二
〇
一
二
年
九
月
後
半
に
Ｉ
Ｃ
Ｅ
か
ら
ク
リ
ア
リ
ン
グ
子
会
社
の
設
立
を
進
め
て
い
た
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｆ
Ｅ
の
ク
リ
ア
リ
ン
グ
業
務
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を
お
こ
な
い
た
い
と
い
う
申
し
入
れ
が
あ
り
、
八
週
間
で
今
回
の
買
収
合
意
に
至
っ
た
と
い
う
。

三
八
％
の
プ
レ
ミ
ア
ム
で
の
買
収
合
意
は
当
初
か
ら
疑
問
を
呈
さ
れ
て
い
た
が
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
は
そ
れ
だ
け
の
価

値
が
あ
る
会
社
だ
と
Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
ス
プ
レ
ッ
カ
ー
会
長
兼
Ｃ
Ｅ
Ｏ
は
語
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
三
年
一
月
末
に
な
っ
て
明
ら
か

に
な
っ
た
話
で
は
Ｃ
Ｍ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
と
バ
ー
ク
シ
ャ
ー
・
ハ
ザ
ウ
ェ
イ
（B

erkshire
H

athaw
ay

）
も
そ
れ
ぞ
れ
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ

ネ
ク
ス
ト
と
買
収
交
渉
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
一
一
月
二
八
日
に
バ
ー
ク
シ
ャ
ー
・
ハ
ザ
ウ
ェ
イ
が
一
株
三
〇
ド
ル
近
く
の
買
収
提

案
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
三
三
・
一
二
ド
ル
の
買
収
合
意
価
格
も
納
得
が
い
く
（
３
）。

ち
な
み
に
、
バ
ー
ク
シ

ャ
ー
・
ハ
ザ
ウ
ェ
イ
の
提
案
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
・
ビ
ジ
ネ
ス
を
バ
ー
ク
シ
ャ
ー
・
ハ
ザ
ウ
ェ
イ
が
定
め
た
最
低
価
格

以
上
で
売
却
す
る
こ
と
が
条
件
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
一
二
月
一
二
日
と
一
三
日
の
交
渉
で
も
バ
ー
ク
シ
ャ
ー
・
ハ
ザ

ウ
ェ
イ
は
買
収
価
格
を
引
き
上
げ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
一
二
月
二
〇
日
の
Ｉ
Ｃ
Ｅ
に
よ
る
買
収
合
意
に
至
っ
た
と
い
う
。
な
お
、
Ｃ

Ｍ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
か
ら
は
具
体
的
な
買
収
価
格
の
提
示
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。

今
回
の
買
収
合
意
発
表
直
後
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｆ
Ｅ
を
除
い
た
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
（
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ポ
ル
ト
ガ

ル
の
取
引
所
連
合
）
の
新
規
公
開
計
画
は
Ｉ
Ｃ
Ｅ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
株
式
ビ
ジ
ネ
ス
に
興
味
が
な
い
か
ら
だ
と
見
ら
れ
て
い
た
が
、

新
規
公
開
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
取
引
所
運
営
に
自
立
性
を
与
え
る
た
め
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
監
督
機
関
の
買
収
承
認
を
得
る

た
め
だ
と
Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
ス
プ
レ
ッ
カ
ー
会
長
兼
Ｃ
Ｅ
Ｏ
は
弁
明
し
て
お
り
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
ニ
ー
ダ
ー
ア
ウ
ア
ー
Ｃ
Ｅ

Ｏ
も
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
を
ラ
イ
バ
ル
の
取
引
所
グ
ル
ー
プ
に
売
却
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
語
っ
て
い
る
（
４
）。

当
然
、
こ
の
背
景
に
は
ナ

ス
ダ
ッ
ク
Ｏ
Ｍ
Ｘ
や
ド
イ
ツ
取
引
所
、
ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
グ
ル
ー
プ
を
牽
制
す
る
と
同
時
に
売
却
価
格
の
引
き
上
げ
を
狙
っ
て

の
発
言
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
積
極
的
に
買
収
に
名
乗
り
を
上
げ
る
取
引
所
グ
ル
ー
プ
は
見
当
た
ら
な
い
。
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３
　
Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
歩
み

買
収
合
意
発
表
直
後
、
ア
メ
リ
カ
で
は
創
業
か
ら
一
二
年
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
が
二
二
〇
年
の
歴
史
を
持
つ
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券

取
引
所
を
買
収
す
る
と
騒
が
れ
た
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
実
像
を
知
る
証
券
市
場
関
係
者
は
少
な
い
。
一
月
一
九
日
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ

イ
ム
ズ
紙
が
ス
プ
レ
ッ
カ
ー
会
長
兼
Ｃ
Ｅ
Ｏ
と
Ｉ
Ｃ
Ｅ
に
関
す
る
特
集
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
の
で
以
下
で
は
こ
の
記
事
を
参
考
に

し
て
Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
歩
み
を
簡
単
に
紹
介
す
る
（
５
）。

ス
プ
レ
ッ
カ
ー
は
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
の
マ
デ
ィ
ソ
ン
と
い
う
町
で
育
ち
、
大
学
卒
業
後
に
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
製
造
業
企
業

に
就
職
し
た
。
電
力
会
社
を
立
ち
上
げ
て
い
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
プ
レ
ン
テ
ィ
ス
（W

illiam
Prentice

）
に
セ
ー
ル
ス
し
た
こ
と
が
縁

で
、
一
九
八
三
年
に
プ
レ
ン
テ
ィ
ス
の
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
パ
ワ
ー
・
グ
ル
ー
プ
に
転
職
し
、
ス
プ
レ
ッ
カ
ー
は
電
力
ビ
ジ
ネ
ス
に
か
か

わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
九
六
年
に
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
・
パ
ワ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
と
い
う
ア
ト
ラ
ン
タ
州
の
電
力
会
社
を
ス

プ
レ
ッ
カ
ー
は
四
〇
〇
万
ド
ル
の
自
費
で
買
収
し
た
。
当
時
、
後
に
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
服
役
と
い
う
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
巻
き
起
こ
し
て
倒
産

し
た
電
力
会
社
エ
ン
ロ
ン
の
経
営
陣
と
も
ス
プ
レ
ッ
カ
ー
は
接
触
し
て
い
た
が
、
余
剰
電
力
の
取
引
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
エ
ン
ロ
ン

自
ら
が
企
て
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
エ
ン
ロ
ン
と
の
関
係
は
終
焉
を
迎
え
た
。
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
・
パ
ワ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
は

余
剰
電
力
の
競
争
売
買
取
引
を
仲
介
し
て
い
た
が
、
エ
ン
ロ
ン
は
自
ら
が
売
り
・
買
い
双
方
の
相
手
方
と
な
る
電
力
取
引
市
場
を
立

ち
上
げ
、
取
引
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
エ
ン
ロ
ン
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
モ
デ
ル
に
批
判
的
で
あ
っ
た
モ
ル
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー
と
ゴ
ー
ル

ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
が
エ
ン
ロ
ン
へ
の
対
抗
馬
と
し
て
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
・
パ
ワ
ー
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
に
目
を
つ
け
、
株
式
の
八

〇
％
を
買
い
取
っ
た
後
、
シ
ェ
ル
、
ト
タ
ル
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ペ
ト
ロ
リ
ウ
ム
と
い
っ
た
大
口
ユ
ー
ザ
ー
に
そ
の
株
式
の
一
部

を
売
却
し
、
利
用
者
が
株
主
（
株
主
が
利
用
者
）
と
い
う
ス
プ
レ
ッ
カ
ー
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
モ
デ
ル
は
こ
の
時
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
一
年
の
エ
ン
ロ
ン
の
倒
産
は
ス
プ
レ
ッ
カ
ー
に
大
き
な
チ
ャ
ン
ス
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
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ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
マ
ー
カ
ン
タ
イ
ル
取
引
所
（
Ｎ
Ｙ
Ｍ
Ｅ
Ｘ
）
に
ク
リ
ア
リ
ン
グ
業
務
の
一
部
を
委
託
す
れ
ば
新
会
社
の
株
式
の

一
〇
％
を
売
却
す
る
と
い
う
提
案
が
退
け
ら
れ
た
二
日
後
、
ス
プ
レ
ッ
カ
ー
と
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
の
支
持
者
は
イ
ン
タ
ー
コ

ン
チ
ネ
ン
タ
ル
取
引
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｅ
）
と
い
う
新
会
社
を
二
〇
〇
〇
年
に
設
立
し
た
。
二
〇
〇
一
年
に
Ｎ
Ｙ
Ｍ
Ｅ
Ｘ
が
イ
ギ
リ
ス
の
イ

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ペ
ト
ロ
リ
ウ
ム
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
（
Ｉ
Ｐ
Ｅ
）
に
買
収
提
案
を
お
こ
な
っ
た
際
、
Ｉ
Ｃ
Ｅ
は
二
倍
の
買
収

提
案
を
お
こ
な
い
、
Ｉ
Ｐ
Ｅ
を
獲
得
し
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｅ
が
Ｉ
Ｐ
Ｅ
（
現
在
の
Ｉ
Ｃ
Ｅ
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
ズ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）
で
の
フ
ロ
ア

取
引
を
廃
止
し
、
完
全
電
子
化
を
決
め
た
際
、
Ｎ
Ｙ
Ｍ
Ｅ
Ｘ
は
ダ
ブ
リ
ン
、
後
に
は
ロ
ン
ド
ン
に
も
Ｉ
Ｐ
Ｅ
の
主
力
商
品
で
あ
る
ブ

レ
ン
ト
原
油
を
フ
ロ
ア
で
取
引
す
る
先
物
取
引
所
を
開
設
し
た
が
、
取
引
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
逆
に
Ｉ
Ｐ
Ｅ
は
取
引
の

電
子
化
が
遅
れ
た
Ｎ
Ｙ
Ｍ
Ｅ
Ｘ
の
主
力
商
品
で
あ
る
Ｗ
Ｔ
Ｉ
原
油
先
物
の
電
子
取
引
を
開
始
し
、
取
引
を
奪
っ
て
Ｎ
Ｙ
Ｍ
Ｅ
Ｘ
を
脅

か
す
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
電
子
化
の
進
ん
だ
Ｃ
Ｍ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
に
Ｎ
Ｙ
Ｍ
Ｅ
Ｘ
が
二
〇
〇
八
年
に
買
収
さ
れ
る
一
因
と
も
な
っ
た
。

二
〇
〇
五
年
一
一
月
に
Ｉ
Ｃ
Ｅ
は
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
に
上
場
し
、
二
〇
〇
七
年
に
は
Ｃ
Ｍ
Ｅ
に
買
収
さ
れ
る
こ
と
で
合
意
し
て
い
た
シ
カ

ゴ
商
品
取
引
所
（
Ｃ
Ｂ
Ｏ
Ｔ
）
に
対
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｅ
は
買
収
提
案
を
お
こ
な
っ
た
。
本
社
を
シ
カ
ゴ
に
移
す
こ
と
ま
で
提
案
し
て
い
た

が
、
買
収
提
案
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
砂
糖
や
コ
コ
ア
が
主
力
商
品
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
商
品
取
引
所
（
Ｎ
Ｙ
Ｂ
Ｏ
Ｔ
）
を
Ｉ
Ｃ

Ｅ
は
二
〇
〇
七
年
に
買
収
し
た
。
二
〇
〇
八
年
に
は
Ｉ
Ｐ
Ｅ
等
の
イ
ギ
リ
ス
で
の
取
引
所
の
ク
リ
ア
リ
ン
グ
業
務
を
、
子
会
社
と
し

て
設
立
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｅ
ク
リ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
Ｌ
Ｃ
Ｈ
ク
リ
ア
ネ
ッ
ト
か
ら
移
管
し
、
取
引
所
取
引
の
ク
リ
ア
リ
ン
グ
・
ビ
ジ
ネ
ス

に
Ｉ
Ｃ
Ｅ
は
参
入
し
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
九
年
に
は
Ｃ
Ｂ
Ｏ
Ｔ
の
ク
リ
ア
リ
ン
グ
業
務
を
失
い
、
経
営
危
機
に
あ
っ
た
Ｔ
Ｃ
Ｃ
を

大
手
金
融
機
関
か
ら
買
い
取
り
、
Ｃ
Ｄ
Ｓ
の
ク
リ
ア
リ
ン
グ
業
務
を
Ｉ
Ｃ
Ｅ
ト
ラ
ス
ト
（
現
在
の
Ｉ
Ｃ
Ｅ
ク
リ
ア
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
）

と
い
う
子
会
社
で
開
始
し
た
。
Ｃ
Ｄ
Ｓ
の
ク
リ
ア
リ
ン
グ
業
務
に
関
し
て
は
Ｃ
Ｍ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
を
嫌
っ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
大
手
金

融
機
関
と
の
共
同
事
業
で
あ
り
、
店
頭
取
引
で
あ
る
Ｃ
Ｄ
Ｓ
の
ク
リ
ア
リ
ン
グ
規
模
と
し
て
は
世
界
最
大
を
誇
っ
て
い
る
。
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４
　
買
収
合
意
の
背
景

二
〇
一
一
年
二
月
に
ド
イ
ツ
取
引
所
と
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
合
併
合
意
が
発
表
さ
れ
た
際
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス

ト
の
ニ
ー
ダ
ー
ア
ウ
ア
ー
Ｃ
Ｅ
Ｏ
は
対
等
合
併
を
強
調
し
て
い
た
が
、
六
対
四
の
比
率
で
株
式
交
換
を
お
こ
な
う
こ
と
か
ら
ド
イ
ツ

取
引
所
に
よ
る
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
買
収
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
り
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
が
単
独
で
の
生
き

残
り
に
固
執
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
ナ
ス
ダ
ッ
ク
Ｏ
Ｍ
Ｘ
と
Ｉ
Ｃ
Ｅ
に
よ
る
高
値
で
の
買
収
提
案
を
退

け
た
こ
と
か
ら
、
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
ナ
ス
ダ
ッ
ク
Ｏ
Ｍ
Ｘ
と
組
む
こ
と
に
は
反
対
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｆ
Ｅ
を
切
り
離
す
こ

と
に
も
反
対
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
ナ
ス
ダ
ッ
ク
Ｏ
Ｍ
Ｘ
と
と
も
に
買
収
提
案
を
お
こ
な
っ
た
Ｉ
Ｃ
Ｅ
は
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｆ
Ｅ

と
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
関
連
業
務
の
み
を
買
い
取
る
形
で
あ
り
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
株
式
関
連
業
務
に
は
興
味
を
示
し
て
い

な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
取
引
所
と
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
合
併
が
欧
州
委
員
会
競
争
総
局
で
問
題
に
さ
れ
た
際
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
け
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
独
占
化
が
焦
点
で
あ
り
、
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｆ
Ｅ
を
Ｉ
Ｃ
Ｅ
に
売
却
す
れ
ば
ド
イ
ツ
取
引
所
と
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ

ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
合
併
が
拒
否
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
取
引
所
も
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト

も
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｆ
Ｅ
の
売
却
に
は
同
意
せ
ず
、
Ｉ
Ｃ
Ｅ
に
よ
る
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
買
収
と
い
う
事
態
に
至
る
こ
と
に
な
っ
た
。

Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｆ
Ｅ
を
欲
し
い
Ｉ
Ｃ
Ｅ
と
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
を
欲
し
が
る
バ
ー
ク
シ
ャ
ー
・
ハ
ザ
ウ
ェ
イ
が
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
を
分
割

し
て
買
収
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
ナ
ス
ダ
ッ
ク
Ｏ
Ｍ
Ｘ
と
Ｉ
Ｃ
Ｅ
に
よ
る
買
収
提
案
の
際
と
同
様
に
Ｎ

Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
は
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｆ
Ｅ
と
の
分
離
に
は
あ
く
ま
で
反
対
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｅ
に
よ
る
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー

ロ
ネ
ク
ス
ト
買
収
計
画
で
は
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｆ
Ｅ
は
Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
統
合
さ
れ
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
と
は
直
接

関
連
を
も
た
な
く
な
る
が
、
グ
ル
ー
プ
内
の
高
収
益
部
門
（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
）
に
低
収
益
部
門
（
株
式
関
連
）
が
支
え
て
も
ら
お
う

と
い
う
考
え
が
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
経
営
陣
に
は
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
こ
で
、
興
味
深
い
数
字
を
列
挙
し
て
お
け
ば
、
二
〇
〇
一
年
に
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
が
新
規
公
開
し
た
際
の
時
価
総
額
は
二
八
億

ユ
ー
ロ
、
同
年
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
が
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｆ
Ｅ
を
買
収
し
た
価
格
は
五
億
五
五
〇
〇
万
ポ
ン
ド
、
二
〇
〇
五
年
に
Ｉ
Ｃ
Ｅ
が
新
規

公
開
し
た
際
の
時
価
総
額
は
二
〇
億
ド
ル
、
二
〇
〇
六
年
の
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
誕
生
時
の
時
価
総
額
は
一
五
二
億
ド
ル
、
二
〇
〇

六
年
に
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
が
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
を
買
収
し
た
価
格
は
八
〇
億
ユ
ー
ロ
（
一
〇
二
億
ド
ル
）、
二
〇
〇
七
年
に
Ｉ
Ｃ
Ｅ
が
Ｃ
Ｂ

Ｏ
Ｔ
に
提
示
し
た
買
収
価
格
は
一
一
八
億
ド
ル
、
二
〇
一
一
年
に
ド
イ
ツ
取
引
所
が
提
示
し
た
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
買
収
価

格
は
一
〇
〇
億
ド
ル
、
ナ
ス
ダ
ッ
ク
Ｏ
Ｍ
Ｘ
と
Ｉ
Ｃ
Ｅ
が
提
示
し
た
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
買
収
価
格
は
一
一
〇
億
ド
ル
、
そ

し
て
今
回
Ｉ
Ｃ
Ｅ
に
よ
る
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
買
収
提
案
価
格
は
八
二
億
ド
ル
、
買
収
提
案
直
前
の
Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
時
価
総
額
は

九
三
億
ド
ル
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
時
価
総
額
は
五
三
億
ド
ル
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
時
価
総
額
が
五
倍
近
く
増
加
し
て
い

る
の
に
対
し
て
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
の
時
価
総
額
は
三
分
の
一
に
減
少
し
て
お
り
、
二
〇
〇
六
年
の
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
買

収
価
格
を
下
回
る
価
格
で
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
は
売
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
数
字
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、

利
益
を
上
げ
ら
れ
な
い
株
式
関
連
ビ
ジ
ネ
ス
と
利
益
を
伸
ば
す
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
と
ク
リ
ア
リ
ン
グ
・
ビ
ジ
ネ
ス
は
対
照
的
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
買
収
し
た
取
引
所
を
完
全
に
電
子
化
し
て
き
た
Ｉ
Ｃ
Ｅ
が
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
の
フ
ロ
ア
取
引
の
重
要
性
に
言
及
し
て
い
る
こ
と

に
違
和
感
を
感
じ
る
者
は
多
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
重
要
で
あ
る
に
し
て
も
儲
か
ら
な
い
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。

知
名
度
の
低
い
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
が
著
名
な
企
業
を
子
会
社
と
し
、
儲
か
ら
な
く
て
も
Ｉ
Ｒ
に
生
か
す
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え

ら
れ
る
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｅ
の
知
名
度
が
上
が
れ
ば
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
の
重
要
性
が
低
下
す
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
る
。
取
引
フ
ロ
ア

の
廃
止
を
自
ら
決
断
で
き
な
い
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
親
会
社
が
決
断
し
て
憎
ま
れ
役
を
買
う
の
か
、
買
い
手
の
付
く
う
ち

に
さ
っ
さ
と
売
却
し
て
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
と
同
様
に
Ｌ
Ｉ
Ｆ
Ｆ
Ｅ
買
収
費
用
の
軽
減
を
は
か
る
の
か
、
あ
る
い
は
功
成
り
名
を
遂
げ

て
社
会
的
貢
献
を
お
こ
な
う
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ス
ト
に
な
る
の
か
、
ス
プ
レ
ッ
カ
ー
会
長
兼
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
胸
の
内
は
謎
で
あ
る
。

（32）
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（34）

独
自
性
を
発
揮
す
るN

Y
S
E
A
rc
a

取
引
所

〜
米
国
で
拡
大
す
る
Ｅ
Ｔ
Ｐ
市
場
の
開
拓
者
〜

志
馬
　
祥
紀

１
　
は
じ
め
に

本
稿
で
は
、N

Y
SE

-E
uronext

グ
ル
ー
プ
内
の
取
引
所
で
あ
るN

Y
SE

A
rca

取
引
所
（
以
下
、N

Y
SE

A
rca

）
の
活
動
に
つ
い

て
報
告
す
る
。
中
で
もN

Y
SE

A
rca

が
積
極
的
に
上
場
を
行
っ
て
い
る
取
引
所
上
場
商
品
（E

xchange
T

raded
Products

、
Ｅ
Ｔ

Ｐ
）
が
多
様
化
し
て
い
る
状
況
に
注
目
す
る
。

N
Y

SE
A

rca

に
上
場
さ
れ
て
い
る
Ｅ
Ｔ
Ｐ
の
特
徴
と
し
て
、「
投
資
対
象
地
域
の
多
様
化
」「
投
資
商
品
形
態
の
多
様
化
」
そ
し
て

「
投
資
家
が
選
択
す
る
投
資
レ
バ
レ
ッ
ジ
の
多
様
化
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
米
国
で
はN

Y
SE

A
rca

を
中
心
に
Ｅ
Ｔ
Ｐ
の
品
揃
え
が
拡

大
し
て
お
り
、
投
資
家
は
「
証
券
」
取
引
所
に
お
い
て
、
通
貨
、
原
油
等
の
商
品
や
様
々
な
証
券
化
商
品
へ
の
投
資
が
可
能
と
な
る

取
引
所
の
ワ
ン
・
ス
ト
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
プ
化
が
進
展
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
Ｅ
Ｔ
Ｐ
市
場
の
現
状
に
加
え
て
、
本
稿
で
は
併
せ
て
、

N
Y

SE
-E

uronext

グ
ル
ー
プ
内
に
お
け
るN

Y
SE

A
rca

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
簡
単
な
ス
ケ
ッ
チ
を
試
み
る
。

２
　N

Y
S
E
A
rca

取
引
所
に
つ
い
て：

Ｅ
Ｃ
Ｎ
か
らN

Y
S
E
-E
uronext

の
一
員
へ

本
節
で
は
、N

Y
SE

A
rca

の
沿
革
に
つ
い
て
説
明
す
る
。



N
Y

SE
A

rca

は
、
一
九
九
六
年
に
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
会
社
の
出
資
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
翌
一
九
九
七
年
一
月
に
Ｅ
Ｃ
Ｎ
（
オ
ー
ク
シ

ョ
ン
方
式
で
株
式
を
取
引
す
る
電
子
取
引
シ
ス
テ
ム
）
と
し
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
認
可
さ
れ
た
、「
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
」
が
前
身
で
あ
る
。

ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
は
二
〇
〇
〇
年
三
月
に
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
と
提
携
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
が
電
子
取

引
シ
ス
テ
ム
を
提
供
し
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
証
券
取
引
所
が
自
主
規
制
機
能
を
担
当
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
一
年
一
〇
月

に
は
、
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
自
身
が
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
取
引
所
（A

rca
E

X

）
と
し
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
取
引
所
登
録
を
行
っ
た
。

二
〇
〇
五
年
一
月
に
、
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
取
引
所
の
持
株
会
社
で
あ
る
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ズ
が
、
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク

証
券
取
引
所
の
持
株
会
社
を
買
収
し
、
両
者
は
完
全
に
一
体
化
し
た
。
同
時
に
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
証
券
取
引
所
は
、（
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク

証
券
取
引
所
で
行
わ
れ
て
い
た
）
個
別
株
オ
プ
シ
ョ
ン
の
取
扱
を
開
始
し
た
。

二
〇
〇
六
年
三
月
、
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
取
引
所
の
持
株
会
社
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
と
経
営
統
合
し
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ

が
発
足
、N

Y
SE

A
rca

に
名
称
を
変
更
し
た
（
な
お
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
は
当
該
合
併
実
現
の
た
め
に
、
会
員
組
織
か
ら
株
式
会
社
へ
の
組

織
変
更
を
実
施
し
て
い
る
）。

N
Y

SE
A

rca

は
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
完
全
電
子
取
引
所
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。N

Y
SE

A
rca,Inc.

は
現
在
、（
Ｎ

Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
とE

uronext

の
二
〇
〇
七
年
四
月
の
合
併
に
伴
い
）
持
株
会
社N

Y
SE

E
uronext

の
完
全
子
会
社
取
引
所
と
な
っ

て
い
る
。
な
おN

Y
SE

E
uronext

の
米
国
内
子
会
社
取
引
所
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
（
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
）、N

Y
SE

A
rca,Inc.

（N
Y

SE
A

rca

）、
そ
し
てN

Y
SE

A
m

ex
LLC

（N
Y

SE
A

m
ex

）
の
三
取
引
所
で
あ
る
。

（35）



３
　N

Y
S
E
A
rca

の
Ｅ
Ｔ
Ｐ
市
場

（
１
）
概
要

本
節
で
は
、N

Y
SE

A
rca

が
積
極
的
に
上
場
を

進
め
る
Ｅ
Ｔ
Ｐ
市
場
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

Ｅ
Ｔ
Ｐ
と
は
、
上
場
投
資
信
託
（
Ｅ
Ｔ
Ｆ
）
や
上

場
投
資
証
券
（E

xchange
T

raded
N

ote

、
Ｅ
Ｔ

Ｎ
）
等
、
株
や
債
券
以
外
の
取
引
上
場
商
品
を
指
す

言
葉
で
あ
る
。N

Y
SE

A
rca

に
上
場
さ
れ
て
い
る

Ｅ
Ｔ
Ｐ
の
上
場
状
況
は
以
下
の
と
お
り
。

N
Y

SE
A

rca

に
お
け
る
Ｅ
Ｔ
Ｐ
市
場
は
、
取
引

所
上
場
投
資
信
託
（
Ｅ
Ｔ
Ｆ
）
を
中
心
と
し
て
発
展

し
て
き
た
。
そ
れ
ら
Ｅ
Ｔ
Ｆ
の
多
く
は
二
〇
〇
八
年

の
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
と
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｘ
の
合
併
後
、
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｘ
に

上
場
さ
れ
て
い
た
Ｅ
Ｔ
Ｆ
をN

Y
SE

A
rca

に
移
管

し
た
も
の
で
あ
る
。
現
在N

Y
SE

A
rca

上
場
さ
れ

て
い
る
Ｅ
Ｔ
Ｆ
の
中
に
は
世
界
最
大
規
模
の
Ｅ
Ｔ
Ｆ

で
あ
るS&

P
500

E
T

F

（SP
D

R
S&

P
500

E
T

F

）

や
ダ
ウ
工
業
株
平
均
に
連
動
す
る
Ｅ
Ｔ
Ｆ
（SP

D
R

（36）

図表１　上場商品数（2012年10月末）

上場銘柄数
商品名

205
ETF

371,044
ETN CertificateETV

80

図表２　NYSE Arca ETP上場銘柄数推移
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＊NYSE Arcaのデータフォーム（後述のWEBアドレス参照）が2011年５月発表分以降は異なってい
るため、ETN・ETV・Certificateの2009－10年の上場状況については不明。



D
ow

Jones
IndustrialA

verage

）
が
含
ま
れ
て
い
る
。

図
表
１
及
び
２
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、N

Y
SE

A
rca

に
お
け
る
Ｅ
Ｔ
Ｐ
は
、
過
去
三
年
間
で
商
品
数
が
急
増
し
、
種
類
も
多
様
化

し
て
い
る
（
な
お
、
米
国
に
お
け
る
全
Ｅ
Ｔ
Ｆ
の
上
場
銘
柄
数
は
一
〇
九
八
銘
柄
（
二
〇
一
一
年
）
で
あ
り
、
上
場
数
の
上
で
も

N
Y

SE
A

rca
は
米
国
の
中
心
的
市
場
と
な
っ
て
い
る
）。

現
在
の
Ｅ
Ｔ
Ｐ
市
場
中
、
量
的
に
は
Ｅ
Ｔ
Ｆ
数
が
大
半
を
占
め
る
が
、
上
場
投
資
証
券
（
Ｅ
Ｔ
Ｎ
、
後
述
）
の
上
場
数
も
過
去
二

年
間
で
倍
増
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｔ
Ｖ
（E

xchange
T

raded
V

ehicles

、
後
述
）
は
微
増
、C

ertificate

（
後
述
）
は
減
少
傾
向
に
あ

る
。

N
Y

SE
A

rca

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
同
取
引
所
は
多
様
な
Ｅ
Ｔ
Ｐ
の
上
場
を
促
進
す
る
た
め
に
、
積
極
的
に
発
行
者
及
び

取
引
者
と
協
調
し
、
多
様
な
商
品
の
開
発
・
上
場
を
行
っ
て
い
る
。
ま
たN

Y
SE

A
rca

は
、
規
制
当
局
と
の
連
携
を
重
視
し
て
お
り
、

発
行
者
、
取
引
企
業
、
規
制
当
局
間
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。

な
お
、N

Y
SE

A
rca

の
Ｅ
Ｔ
Ｐ
市
場
デ
ー
タ
に
つ
い
て
はhttps://etp.nyx.com

/trading-inform
ation/us/etp-m

onthly-

flash

を
参
照
（
以
下
同
じ
）。

（
２
）
商
品
の
性
格

N
Y

SE
A

rca

で
は
、
Ｅ
Ｔ
Ｐ
を
以
下
の
よ
う
に
定
義
・
分
類
し
て
い
る
。

Ｅ
Ｔ
Ｐ
は
取
引
所
に
お
い
て
取
引
さ
れ
る
商
品
で
あ
る
が
、
株
式
や
債
券
等
の
伝
統
的
商
品
は
含
ま
な
い
。
Ｅ
Ｔ
Ｐ
は
複
数
の
異

な
る
法
律
に
基
づ
く
仕
組
み
商
品
で
あ
り
、「
Ｅ
Ｔ
Ｆ
」「
Ｅ
Ｔ
Ｎ
」「
Ｅ
Ｔ
Ｖ
」「C

ertificate

」
に
分
類
さ
れ
る
。

上
場
投
資
信
託
（E

xchange
T

raded
F

und

（
Ｅ
Ｔ
Ｆ
））：

取
引
所
上
場
投
資
信
託
（
Ｅ
Ｔ
Ｆ
）
は
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
の
登
録
投

（37）



資
会
社
（
Ｒ
Ｉ
Ｃ
）
あ
る
い
は
ユ
ニ
ッ
ト
投
資
信
託
（
Ｕ
Ｉ
Ｔ
）
で
あ
り
、
一
九
四
〇
年
投
資
会
社
法
下
で
登
録
さ
れ
、
証
券
取
引

所
に
お
い
て
取
引
さ
れ
て
い
る
。N

Y
SE

A
rca

に
お
け
る
上
場
Ｅ
Ｔ
Ｆ
に
は
、
株
価
指
数
に
連
動
す
る
よ
う
資
産
を
株
式
の
み
で
構

成
し
た
伝
統
的
な
Ｅ
Ｔ
Ｆ
に
加
え
て
、
債
券
を
対
象
と
す
る
Ｅ
Ｔ
Ｆ
、
資
産
に
ス
ワ
ッ
プ
や
先
物
等
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
商
品
を
組
み

入
れ
る
こ
と
で
、
レ
バ
レ
ッ
ジ
を
効
か
せ
た
Ｅ
Ｔ
Ｆ
等
、
複
雑
な
Ｅ
Ｔ
Ｆ
も
多
く
存
在
す
る
。

上
場
ビ
ー
ク
ル
（
Ｅ
Ｔ
Ｖ
、E

xchange
T

raded
V

ehicles

）：

取
引
所
上
場
ビ
ー
ク
ル
（
Ｅ
Ｔ
Ｖ
）
は
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
・
ト
ラ

ス
ト
あ
る
い
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
・
ユ
ニ
ッ
ト
で
あ
り
、
一
九
九
三
年
証
券
法
下
で
登
録
さ
れ
、
証
券
取
引
所
に
お
い
て
取
引
さ

れ
て
い
る
。
Ｅ
Ｔ
Ｖ
に
は
商
品
（com

m
odity

）
及
び
通
貨
を
対
象
と
す
る
ト
ラ
ス
ト
が
含
ま
れ
る
。

上
場
投
資
証
券
（E

xchange
T

raded
N

otes

）：

上
場
投
資
証
券
（
Ｅ
Ｔ
Ｎ
）
は
シ
ニ
ア
の
無
担
保
債
券
で
あ
り
、
原
指
数
あ
る

い
は
他
の
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
の
総
リ
タ
ー
ン
（
か
ら
投
資
家
手
数
料
を
控
除
し
た
も
の
）
を
ト
ラ
ッ
ク
す
る
よ
う
設
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
最
終
的
に
、
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
の
リ
タ
ー
ン
に
基
づ
き
発
行
者
に
よ
っ
て
償
還
さ
れ
る
。

C
ertificates

（
証
書
）：

証
書
は
複
雑
な
性
格
を
有
す
る
債
務
証
券
で
あ
る
。
こ
れ
ら
商
品
は
公
開
会
社
（
通
常
は
銀
行
）
に
よ

っ
て
発
行
さ
れ
て
い
る
。
同
商
品
は
発
行
者
に
対
し
て
中
途
換
金
を
請
求
で
き
な
い
。C

ertificate

は
、
対
象
と
な
る
資
産
の
リ
タ

ー
ン
を
複
製
す
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
Ｅ
Ｔ
Ｎ
に
近
い
性
格
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
リ
タ
ー
ン
の
計
算
に
は
下
限
・

上
限
の
あ
る
仕
組
み
商
品
等
も
存
在
し
、
商
品
性
は
一
様
で
は
な
い
。

な
お
、N

Y
SE

A
rca

に
上
場
さ
れ
て
い
る
Ｅ
Ｔ
Ｐ
の
特
徴
と
し
て
、
単
純
に
原
資
産
の
リ
タ
ー
ン
を
模
倣
す
る
だ
け
の
も
の
に
と

ど
ま
ら
ず
、
原
資
産
の
リ
タ
ー
ン
に
レ
バ
レ
ッ
ジ
や
イ
ン
バ
ー
ス
・
レ
バ
レ
ッ
ジ
を
付
与
し
た
商
品
も
多
い
（
対
象
は
株
式
、
債
券
、

通
貨
、
商
品
、
株
価
市
場
の
変
動
を
示
す
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
等
原
資
産
の
種
類
を
問
わ
な
い
）。
こ
れ
ら
複
雑
な
Ｅ
Ｔ
Ｐ
の
取
引
は

活
発
で
あ
り
、
Ｅ
Ｔ
Ｐ
市
場
の
取
引
規
模
拡
大
に
貢
献
し
て
い
る
（
志
馬
（
二
〇
一
二
ａ
、
二
〇
一
二
ｂ
）
を
参
照
）。
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図
表
３
は
Ｅ
Ｔ
Ｐ
の
原
資
産
別
の
売
買
高
シ
ェ
ア
の
推
移
を
示
し
て
い
る
。

ま
ず
、
過
半
数
の
シ
ェ
ア
を
有
す
る
グ
ル
ー
プ
は
、
株
式
の
規
模
別
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
同

グ
ル
ー
プ
は
「
大
型
株
・
小
型
株
」
や
「
市
場
全
体
」
等
に
連
動
す
る
タ
イ
プ
の
商
品
を
対
象

と
し
、
前
述
の
「SPD

R
S&

P500
E

T
F

」
や
「SPD

R
D

ow
Jones

Industrial
A

verage

」

も
含
ま
れ
る
。

次
い
で
、
株
式
の
セ
ク
タ
ー
別
及
び
そ
の
他
グ
ル
ー
プ
が
合
計
で
三
割
程
度
の
シ
ェ
ア
を
有

し
て
い
る
。
セ
ク
タ
ー
別
商
品
に
は
、「
金
融
関
連
」
や
「
Ｉ
Ｔ
関
連
」
等
の
産
業
別
商
品
が

含
ま
れ
る
。

そ
の
他
に
、
原
油
や
穀
物
な
ど
の
商
品
先
物
系
の
商
品
を
対
象
と
す
る
「
商
品
」
分
野
、
債

券
指
数
に
連
動
す
る
商
品
等
の
「
債
券
」
分
野
が
一
定
の
シ
ェ
ア
を
有
し
て
お
り
、
各
国
通
貨

に
連
動
す
る
「
通
貨
」
分
野
やC
ertificate

の
シ
ェ
ア
は
低
い
。

（
３
）
リ
ー
ド
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
ー
カ
ー
制
度
と
市
場
シ
ェ
ア

上
述
の
よ
う
にN

Y
SE

A
rca

に
は
多
様
な
Ｅ
Ｔ
Ｐ
が
上
場
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
商
品
を
上
場
す
る
場
合
、

上
場
後
に
取
引
が
活
発
に
行
わ
れ
、
取
引
流
動
性
が
維
持
さ
れ
る
か
否
か
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
実
務
上
は
、
取
引
所
や

Ｅ
Ｔ
Ｐ
の
ス
ポ
ン
サ
ー
（
組
成
者
）
に
と
っ
て
、
上
場
後
の
取
引
流
動
性
を
い
か
に
獲
得
・
維
持
す
る
か
が
課
題
と
な
る
。

N
Y

SE
A

rca

は
こ
う
し
た
課
題
へ
の
対
策
と
し
て
、N

Y
SE

A
rca

に
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
上
場
す
る
Ｅ
Ｔ
Ｆ
に
つ
い
て
、
リ
ー
ド
・
マ

ー
ケ
ッ
ト
・
メ
ー
カ
ー
（
Ｌ
Ｍ
Ｍ
）
制
度
を
設
定
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
同
制
度
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

（39）

図表３　ETPの原資産別売買高シェア
（％、データは各年９月現在）

合　計

原資産

100.0

2010年

100.099.9

2011年 2012年
Certificate － 0.01 0.002
商品先物 － 10.0 9.8
通貨 － 1.0 0.7
株式：その他 14.9 11.6 14.6
株式：セクター別 18.5 16.4 15.3
株式：規模 61.9 57.0 53.2
債券 4.6 4.0 6.4



Ｌ
Ｍ
Ｍ
に
は
、
取
引
所
の
設
定
す
る
義
務
と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
双
方
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

Ｌ
Ｍ
Ｍ
の
代
表
的
な
義
務
は
、
証
券
の
「
気
配
提
示
義
務
」
で
あ
る
。
Ｌ
Ｍ
Ｍ
は
登
録
証
券
に
つ
い
て
、
継
続
的
に

売
買
双
方
の
気
配
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
Ｌ
Ｍ
Ｍ
は
最
良
気
配
（
ベ
ス
ト
・
ビ
ッ
ド
・
ア
ン
ド
・
オ

フ
ァ
ー
、
Ｂ
Ｂ
Ｏ
）
要
件
、
気
配
提
示
に
関
す
る
最
低
限
の
数
量
の
提
示
、
立
合
開
始
及
び
立
会
終
了
時
の
オ
ー
ク
シ

ョ
ン
に
お
け
る
最
小
気
配
ス
プ
レ
ッ
ド
の
提
示
、
そ
し
て
参
加
要
件
を
含
む
最
低
限
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
要
件
を
満
た

す
必
要
が
あ
る
。

義
務
を
満
た
す
代
償
と
し
て
、
Ｌ
Ｍ
Ｍ
は
取
引
手
数
料
に
関
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（
リ
ベ
ー
ト
）
を
得
ら
れ
る
。

流
動
性
の
提
示
に
関
す
る
リ
ベ
ー
ト
は
図
表
４
の
と
お
り
で
あ
り
、
一
日
の
平
均
取
扱
高
に
応
じ
て
、
取
引
所
か
ら
Ｌ

Ｍ
Ｍ
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
。

な
お
、
Ｌ
Ｍ
Ｍ
に
は
、D

eutsche
B

ank
Securities

やG
oldm

an
Sachs

and
C

om
pany

と
い
っ
た
投
資
銀
行
に

加
え
て
、K

night
E

quity
M

arkets

等
の
複
数
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
ー
カ
ー
大
手
証
券
会
社
が
登
録
し
て
い
る
（
二
〇

一
二
年
末
で
合
計
一
五
社
）。

続
い
て
図
表
５
は
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
Ｅ
Ｔ
Ｆ
（
Ｅ
Ｔ
Ｐ
を
含
む
）
の
取
引
高
と
、
そ
の
全
米
市
場
に

お
け
る
取
引
シ
ェ
ア
の
推
移
を
示
し
て
い
る
。

ま
ず
Ｅ
Ｔ
Ｆ
の
取
引
高
は
、
上
場
銘
柄
数
及
び
種
類
が
拡
大
し
た
二
〇
〇
九
年
頃
よ
り
拡
大
し
て
い
る
（
同
傾
向
は

全
米
市
場
全
体
に
も
共
通
し
て
み
ら
れ
る
）。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
、N

Y
SE

A
rca

に
上
場
さ
れ
た
Ｅ
Ｔ
Ｆ
が
、

直
ち
に
他
の
取
引
所
に
お
い
て
も
Ｕ
Ｔ
Ｐ
（
非
上
場
取
引
特
権
）
を
利
用
し
て
取
引
さ
れ
て
い
る
実
態
が
大
き
い
と
考

え
ら
れ
る
。

（40）

図表４　リード・マーケット・メーカーのインセンティブ（リベート）

１株あたりリベート
合計１日平均取引高

$0.0040
100万株以下

$0.0035$0.0045
100万～500万株 500万株以上



（41）

図
表
５
　
N
Y
S
E
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
E
T
F
（
E
T
P
）
取
引
高
及
び
全
米
市
場
シ
ェ
ア
の
推
移
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）



さ
ら
に
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
の
取
引
シ
ェ
ア
に
つ
い
て
み
る
と
、
様
相
は
変
わ
っ
て
い
る
。
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
の
シ
ェ
ア
は
二

〇
〇
七
年
頃
を
ピ
ー
ク
に
低
下
し
て
お
り
、
減
少
傾
向
に
歯
止
め
が
か
か
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
Ｅ
Ｔ
Ｆ
の
取
引
を
巡
る
市
場
間

競
争
に
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
が
他
市
場
に
取
引
を
奪
わ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー

プ
の
Ｅ
Ｔ
Ｐ
に
関
す
る
上
場
努
力
が
取
引
市
場
に
お
け
る
優
位
性
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
上
述
の
Ｌ
Ｍ
Ｍ

制
度
が
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
状
況
が
う
か
が
え
る
。

４
　N

Y
S
E
A
rca

の
株
式
及
び
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
市
場

（
１
）
株
式
市
場

本
節
で
は
、N

Y
SE

A
rca

に
お
け
る
Ｅ
Ｔ
Ｐ
以
外
の
市
場
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

図
表
６
は
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
上
場
銘
柄
の
株
式
取
引
高
状
況
を
示
し
て
い
る
。
市
場
シ
ェ
ア
は
全
米
取
引

所
市
場
全
体
に
お
け
る
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
の
シ
ェ
ア
で
あ
る
。

株
式
の
取
引
高
は
二
〇
〇
八
〜
〇
九
年
を
ピ
ー
ク
に
、
減
少
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
同
時
に
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
の
取
引
シ
ェ
ア

も
減
少
傾
向
を
示
し
て
お
り
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
が
相
対
的
に
弱
体
化
し
て
い
る
状
況
が
う
か
が
え
る
。

次
に
、
図
表
７
は
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
上
場
銘
柄
（T

ape
A

(N
Y

SE
)Shares

）
を
対
象
と
す
る
金
額
ベ
ー
ス
の
デ
ー
タ
及
び
全
米
市
場
シ

ェ
ア
デ
ー
タ
を
示
し
て
い
る
（
時
期
は
二
〇
一
二
年
一
〇
月
）。
図
表
７
は
、
Ｂ
Ａ
Ｔ
Ｓ
取
引
所
が
発
表
し
て
い
る
デ
ー
タ
を
加
工

し
た
も
の
で
あ
り
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
やN

asdaq

グ
ル
ー
プ
等
の
内
訳
詳
細
が
把
握
可
能
で
あ
る
。
同
図
表
か
ら
は
、
図
表
６
と

は
異
な
る
側
面
も
う
か
が
え
る
。

ま
ず
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
の
取
引
シ
ェ
ア
は
三
〇
％
超
で
あ
り
、
そ
の
う
ちN

Y
SE

A
rca

の
比
率
は
一
〇
％
程
度
で
あ
る
。
言

（42）
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図
表
６
　
N
Y
S
E
グ
ル
ー
プ
の
株
式
取
引
高
状
況
（
取
引
高
・
市
場
シ
ェ
ア
、
対
象
：
N
Y
S
E
上
場
銘
柄
）
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取
引
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N
Y
S
E
銘
柄
シ
ェ
ア
（
H
andled V

ol.）

株
式
取
引
高
（
単
位
：
百
万
株
）

市
場
シ
ェ
ア
（
％
）

＊
取
引
高
及
び
市
場
シ
ェ
ア
の
数
値
は
、

N
Y

SE
発
表
デ
ー
タ
（

H
andled V

olum
e）
に
基
づ
き
計
算
。



い
換
え
れ
ば
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
中N

Y
SE

A
rca

は
約
１
／

３
の
取
引
高
シ
ェ
ア
を
占
め
て
い
る
。N

Y
SE

A
rca

は
全
取
引

所
中
で
も
四
番
手
の
比
率
で
あ
り
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
に
お

け
るN

Y
SE

A
rca

市
場
の
相
対
的
な
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
Ｅ
Ｃ
Ｎ
時
代
か
ら
取
引
流
動
性
を
巡
る
市
場
間
競
争
に

お
い
て
強
み
を
発
揮
し
て
き
たN

Y
SE

A
rca

の
特
徴
は
、
Ｎ
Ｙ

Ｓ
Ｅ
と
の
合
併
後
も
健
在
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
（
こ

こ
で
仮
定
の
話
で
は
あ
る
が
、「
も
し
」
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
が
ア
ー
キ

ペ
ラ
ゴ
を
グ
ル
ー
プ
内
に
取
り
込
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
を
想

定
す
れ
ば
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
に
お
け
るN

Y
SE

A
rca

の
重

要
性
が
認
識
さ
れ
る
）。

ち
な
み
に
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
と
対
峙
す
る
の
はN

asdaq

グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
同
シ
ェ
ア
は
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
を
上
回

っ
て
い
る
。
し
か
しN

asdaq

の
地
位
も
必
ず
し
も
安
泰
で
は
な

く
、
Ｂ
Ａ
Ｔ
Ｓ
取
引
所
グ
ル
ー
プ
やD

irect
E

dge

グ
ル
ー
プ
等

新
規
参
入
組
が
一
定
の
シ
ェ
ア
を
占
め
て
い
る
状
況
を
図
表
か

ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

（44）

図表７　BATS取引所の発表する取引所取引の詳細
（2012年10月データ、取引高ベース、単位：％）

計

取　引　所 市場シェア

－100.0

備　　考
BATS BYX 3.7 BATS取引所

（BATS Global Markets）BATS BZX 8.4
CBSX（CBOE Stock Exchange） 0.5 CBOE
CHX 0.3 Chicago Stock Exchange
EDGA 1.9

Direct Edge
EDGX 6.5

NYSE MKT（旧：AMEX） 0.0

Nasdaq（DQ） 29.2

Nasdaq OMX グループ
Nasdaq（Q） 12.1
Nasdaq BX（B） 2.6
Nasdaq PSX（X） 0.8

NSX（NATIONAL STOCK EXCHANGE） 0.4
（旧：Cincinnati Stock

Exchange)
NYSE（DN） 3.2

NYSE グループ
NYSE（N） 19.5
NYSE Arca 10.8

（出所）http://www.batstrading.com/market_summary/



（
２
）
株
式
オ
プ
シ
ョ
ン
市
場

図
表
８
は
、
株
式
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
所
の
取
引
高

及
び
市
場
シ
ェ
ア
を
示
し
て
い
る
（
デ
ー
タ
は
二
〇

一
二
年
一
〇
月
の
み
）。

N
Y

SE
A

rca
は
、
Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｘ
と
と
も
に
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ

グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
い
る
。N

Y
SE

A
rca

及
び
Ａ
Ｍ

Ｅ
Ｘ
の
取
引
高
合
計
シ
ェ
ア
は
二
六
％
と
ト
ッ
プ
５

の
一
角
を
占
め
て
い
る
。
た
だ
しN

Y
SE

A
rca

単
独

の
シ
ェ
ア
は
一
〇
％
と
さ
ほ
ど
大
き
く
な
く
、
取
引

所
別
の
詳
細
デ
ー
タ
で
は
五
位
と
な
っ
て
い
る
。

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
所
の
状
況
は
、
過
去
一
〇
年
間

で
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
る
。
伝
統
的
な
証
券
取

引
所
の
多
く
が
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
あ
る
い
はN

asdaq

グ
ル

ー
プ
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
一
方
、
電
子
取
引
シ
ス
テ

ム
を
武
器
と
す
る
新
規
参
入
組
が
出
現
し
て
い
る

（
た
だ
し
、
こ
れ
ら
新
規
参
入
組
も
、
米
国
外
の
大

手
取
引
所
グ
ル
ー
プ
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
事
例

が
多
い
）。
こ
れ
ら
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
所
は
大
別
し

（45）

図表８　各オプション取引所の状況（単位：枚、%、2012年10月）

合　計 100.0

株式オプション

100.0100.0

指数等オプション 合　計 備　考
取引所 取引高 シェア 取引高 シェア 取引高 シェア グループ別

AMEX（NYSE Amex
Options）

52,437,672 17.6 97,480 0.3 52,535,152 16.2
NYSEグループ

ARCA（NYSE Arca
Options)

32,379,364 10.8 136,790 0.5 32,516,154 10.0

BATS（BATS Options
Exchange）

11,529,894 3.8 0 0.0 11,529,894 3.5
独立系

（BATS取引所）
BOX（BOX Options
Exchange）

10,786,386 3.6 2,096 0.01 10,788,482 3.3
TMXグループ

（トロント証券取引所等）
C2（C2 Options
Exchange）

4,142,783 1.3 142,464 0.5 4,285,247 1.3
CBOEグループ

CBOE（Chicago Board
Options Exchange）

54,231,336 18.2 24,872,928 94.4 79,104,264 24.3

ISE（International
Securities Exchange）

50,010,471 16.7 340,236 1.2 50,350,707 15.5
ドイツ取引所
グループ

NOBO（Nasdaq OMX
BX Options）

2,538,899 0.8 0 0.0 2,538,899 0.7

Nasdaq OMX
グループ

NSDQ（The Nasdaq
Options Market）

19,585,979 6.5 23,708 0.0 19,609,687 6.0

PHLX（Nasdaq OMX
PHLX）

60,348,676 20.2 722,751 2.7 61,071,427 18.8

297,991,460 26,338,453 324,329,913
（出所）OCCより作成



て
、
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
、N

asdaq

グ
ル
ー
プ
、
Ｃ
Ｂ
Ｏ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
、
そ
の
他
に
分
類
さ
れ
る
。

５
　
ま
と
め

本
稿
で
は
、
拡
大
す
る
米
国
Ｅ
Ｔ
Ｐ
市
場
に
つ
い
て
、N

Y
SE

A
rca

の
役
割
に
注
目
し
な
が
ら
説
明
を
行
っ
た
。

そ
う
し
た
中
で
注
目
さ
れ
た
の
は
、
株
式
や
債
券
と
い
っ
た
伝
統
的
上
場
商
品
に
加
え
て
、
Ｅ
Ｔ
Ｐ
の
多
様
化
が
証
券
取
引
所
の

ワ
ン
・
ス
ト
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
プ
化
を
進
め
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
。

併
せ
て
、N

Y
SE

A
rca

の
歴
史
、
株
式
や
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
等
の
市
場
状
況
を
描
写
し
た
。
こ
の
中
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、

N
Y

SE
A

rca

が
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
の
中
で
独
自
性
を
示
し
、
株
式
や
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
つ
い
て
も
一
定
の
存
在
感
を
出
し
て
い

る
状
況
で
あ
る
。

参
考
文
献

・
大
崎
貞
和
「
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
の
経
営
戦
略
と
Ｎ
Ｙ
Ｓ
Ｅ
ア
ー
カ
取
引
所
」、
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
、2006

A
utum

n

、pp60-65

・
志
馬
祥
紀
（
二
〇
一
二
）「
米
国
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
商
品
市
場
の
拡
大
と
ト
ラ
ブ
ル
―
ク
レ
デ
ィ
・
ス
イ
ス
発
行
の
Ｅ
Ｔ
Ｎ
を
巡
る
問
題
―
」（
証

研
レ
ポ
ー
ト
一
六
七
四
号
（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
））

・
志
馬
祥
紀
（
二
〇
一
二
）「
レ
バ
レ
ッ
ジ
Ｅ
Ｔ
Ｆ
を
巡
る
議
論
―
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
を
組
み
こ
ん
だ
Ｅ
Ｔ
Ｆ
の
紹
介
と
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
動
き
―
」（
証
研
レ

ポ
ー
ト
一
六
七
〇
号
（
二
〇
一
二
年
二
月
））

（
し
ま
　
よ
し
の
り
・
客
員
研
究
員
）
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１
　
は
じ
め
に

平
成
二
四
年
六
月
二
〇
日
、
全
国
の
証
券
取
引
所
が
共
同
で
発
表
す
る
「
株
式
分
布
状
況
調
査
」
の
平
成
二
三
年
度
の
結
果
が
発

表
さ
れ
た
（
１
）。

こ
れ
に
よ
る
と
、
外
国
法
人
等
（
２
）

の
株
式
保
有
比
率
は
二
六
・
三
％
で
あ
り
、
日
本
株
の
平
均
四
分
の
一
を
保
有
す
る
投

資
部
門
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
最
も
多
い
の
が
米
国
株
主
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
米
国
証
券
法
に
よ
っ
て
、
米
国
市
場

に
上
場
し
て
い
な
い
日
本
企
業
同
士
の
事
業
統
合
や
合
併
に
も
か
か
わ
ら
ず
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
と
い
う
形
式
で
の
登
録
が
義

務
付
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
近
年
、
企
業
の
大
型
合
併
が
続
く
中
、
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
登
録
の
た
め
の
事
務
費
用
が
増
大
し
、
登
録

書
類
作
成
の
時
間
が
か
か
る
た
め
、
合
併
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
大
幅
に
遅
れ
る
と
い
う
事
態
も
発
生
し
て
い
る
。

ま
た
、
既
存
株
主
保
護
な
ど
の
理
由
か
ら
促
進
さ
れ
て
い
る
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
で
あ
る
が
、
本
格
的
な
実
施
に
関
し
て
は

い
く
つ
か
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
に
関
す
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
３
）。

本
稿
で
は
、
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
に
関
す
る
問
題
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
か

に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

２
　
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
に
対
応
す
る
国
内
企
業
の
合
併

平
成
二
四
年
六
月
二
〇
日
に
発
表
さ
れ
た
平
成
二
三
年
度
の
「
株
式
分
布
状
況
調
査
」
に
よ
る
と
、
外
国
人
株
主
等
の
株
式
保
有

（47）

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
に
関
連
す
る
問
題

福
本
　
　
葵



比
率
は
二
六
・
三
％
で
あ
り
、
三
年
ぶ
り
に
低
下
し
た
。

し
か
し
、
平
成
一
七
年
か
ら
こ
れ
ま
で
、
二
六
％
を
切
っ

た
の
は
、
平
成
二
〇
年
の
一
年
の
み
で
あ
り
、
外
国
人
株

主
は
、
日
本
株
の
平
均
四
分
の
一
を
保
有
す
る
投
資
部
門

と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
近
年
、
企
業
の
大
型
合
併
が
増
加
し
て
い
る
が
、

米
国
の
一
九
三
三
年
証
券
法
は
、
米
国
に
居
住
す
る
投
資

家
を
保
護
す
る
た
め
、
米
国
市
場
に
上
場
し
て
い
な
い
日

本
企
業
同
士
の
事
業
統
合
や
合
併
で
あ
っ
て
も
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ

に
登
録
が
義
務
付
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
規
定
し

て
い
る
。
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
合
併
等
の
際
、
フ
ォ
ー

ム
Ｆ
４
対
応
の
た
め
の
国
内
外
の
弁
護
士
費
用
や
米
国
会

計
基
準
に
対
応
し
た
会
計
資
料
作
成
費
用
等
が
か
か
る
上

に
、
合
併
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
大
幅
に
遅
れ
る
事
態
が
発
生

し
て
い
る
。
例
え
ば
、
新
日
本
石
油
と
新
日
鉱
ホ
ー
ル
デ

ィ
ン
グ
ス
は
、
当
初
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
に
予
定
し
て
い

た
共
同
持
株
会
社
の
設
立
を
、
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
対
応
の
た

め
に
、
半
年
延
期
し
、
二
〇
一
〇
年
四
月
と
す
る
と
発
表

（48）

表１　近年のフォームF4登録の国内企業同士の大型合併

（2009年３月31日日本経済新聞朝刊、2011年１月21日、日本経済新聞朝刊および各社プレスリリース
により作成）

社　名

三井住友フィナンシャ
ル・グループ・プロミス

2012年４月
三井住友フィナンシャル・グループによるプロミ
スの株式交換による完全子会社化

実施時期 経営統合・再編の方法
第一三共 2005年９月 三共と第一製薬が共同持株会社を設立（株式移転）

トヨタ自動車・関東自
動車工業

2012年１月
トヨタ自動車株式会社の株式交換による関東自動
車工業の株式交換による完全子会社化

三菱UFJ 2005年10月 三菱東京FGがUFJを吸収合併
三井住友海上 2008年４月 三井住友海上が単独で持株会社を設立（株式交換）
三井住友海上・あいお
い損保・ニッセイ同和

2010年４月 株式交換によって、経営統合

新日石・新日鉱HD 2010年４月
新日石と新日鉱HDが共同持株会社JXHDを設立
（株式移転）

損保ジャパン・日本興
亜

2010年４月
損保ジャパンと日本興亜が共同持株会社NKSJHD
を設立（株式移転）

中央三井・住友信託 2011年４月

既に持株会社となっていた中央三井トラストHD
が住友信託銀行と株式交換し、三井住友トラスト
HDに名称変更。次に中央三井トラスト傘下の信
託銀行と住友信託銀行を合併

パナソニック・三洋電
機・パナソニック電工

2011年４月
パナソニックによる三洋電機およびパナソニック
電工の株式交換による完全子会社化



し
た
（
４
）。

Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
登
録
届
出
書
の
レ
ビ
ュ
ー
期
間
は
、
問
題
が
な
く
て
も
三
ヶ
月
程
度
か
か
る
。
そ
の
他
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
登
録
す

る
と
な
る
と
、
日
本
の
会
計
基
準
で
は
な
く
、
米
国
会
計
基
準
（U

.S.G
A

A
P

）
に
対
応
し
た
会
計
書
類
を
作
成
す
る
義
務
を
負
う
。

既
に
米
国
市
場
に
上
場
し
て
い
る
企
業
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
す
る
登
録
の
手
続
き
に
つ
い
て
、
対
応
済
み
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
企

業
は
こ
れ
ら
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

３
　
Ｓ
Ｅ
Ｃ
よ
り
提
出
を
求
め
ら
れ
る
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４

で
は
、
日
本
企
業
同
士
の
合
併
に
際
し
て
も
求
め
ら
れ
る
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

米
国
の
一
九
三
三
年
証
券
法
第
五
条
Ｃ
は
、
す
べ
て
の
証
券
の
募
集
（offering

）
や
売
り
出
し
（sales

）
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
登
録

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
通
常
の
募
集
や
売
り
出
し
だ
け
で
な
く
、
株
式
交
換
、
株
式
移
転
や

合
併
等
で
、
存
続
会
社
ま
た
は
新
設
会
社
が
、
対
価
と
し
て
株
式
を
発
行
す
る
場
合
も
含
ま
れ
る
。

さ
ら
に
、
一
九
三
三
年
証
券
法
規
則
一
四
五
に
は
詳
し
い
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
株
式
交
換
を
伴
う
吸
収
合
併
、
新
設
合
併
、

株
式
移
転
、
株
式
交
換
等
で
株
主
が
承
認
の
議
決
権
を
行
使
す
る
場
合
や
反
対
株
主
が
買
取
請
求
権
（appraisal

rights

）
を
行
使

で
き
る
な
ど
、
株
主
に
よ
る
投
資
判
断
が
可
能
な
場
合
に
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
の
登
録
が
必
要
な
取
引
と
な
る
（
５
）。

４
　
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
の
適
用
除
外
条
件
・
規
則
八
〇
二

前
述
の
よ
う
に
、
日
本
国
内
に
お
け
る
株
式
交
換
に
よ
る
合
併
等
の
際
で
も
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
求
め
る
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
登
録
を
必
要
と

す
る
場
合
が
あ
る
（
６
）。

し
か
し
、
こ
れ
に
は
、
一
九
三
三
年
証
券
法
規
則
八
〇
二
条
に
よ
る
免
除
条
件
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
被
買
収
会

社
の
米
国
居
住
株
主
の
比
率
が
一
〇
％
以
下
で
あ
る
海
外
民
間
発
行
体
に
つ
い
て
は
、
登
録
が
免
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
（
７
）。

こ
の
免
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除
条
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
発
行
会
社
自
身
が
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
調
査
を
一
〇
％
テ
ス
ト
と
い
う
。
米
国

所
有
者
に
は
、
名
義
上
の
株
主
だ
け
で
は
な
く
、
実
質
的
所
有
者
も
含
ま
れ
る
。

規
則
八
〇
二
は
、
海
外
民
間
発
行
体
の
募
集
ま
た
は
証
券
の
交
換
を
伴
う
企
業
結
合
等
に
関
す
る
例
外
で
あ
る
。
規
則
八
〇
二
に

よ
り
、
一
九
三
三
年
証
券
法
五
条
に
規
定
す
る
海
外
民
間
発
行
体
の
企
業
結
合
に
関
す
る
株
式
の
交
換
や
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
・
オ
フ

ァ
ー
（
８
）

に
お
け
る
募
集
ま
た
は
売
却
で
あ
っ
て
も
、
以
下
の
要
件
を
全
て
満
た
せ
ば
、
登
録
が
免
除
さ
れ
る
。

①
米
国
保
有
者
の
保
有
制
限

米
国
保
有
者
が
発
行
済
株
式
総
数
の
一
〇
％
以
下
で
あ
る
場
合
。

②
米
国
保
有
者
に
対
す
る
平
等
な
取
扱

規
則
八
〇
二
の
適
用
免
除
は
、
対
象
な
る
株
式
の
他
の
保
有
者
と
同
等
以
上
の
条
件
で
、
米
国
保
有
者
が
株
式
交
換
取
引
へ
の
参

加
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
募
集
者
は
、
登
録
お
よ
び
法
的
管
轄
地
以
外
の
株
式
保
有
者
に
対
し
、
証
券
の
提
供
を
す

る
こ
と
ま
で
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
と
代
替
す
る
現
金
の
提
供
す
る
選
択
肢
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
情
報
を
提
供
す
る
文
書

¡．

情
報
提
供
者
が
株
式
交
換
や
合
併
等
に
関
す
る
情
報
提
供
文
書
を
当
該
株
式
保
有
者
に
対
し
て
発
行
ま
た
は
配
布
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
情
報
提
供
者
は
、
発
行
ま
た
は
配
布
し
た
日
の
翌
営
業
日
ま
で
に
フ
ォ
ー
ム
Ｃ
Ｂ
の
形
式
で
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
し
、
そ
の
後
の

改
正
を
含
め
そ
の
情
報
提
供
文
書
を
英
語
で
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
情
報
提
供
者
が
外
国
企
業
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
米

国
に
お
け
る
手
続
き
を
遂
行
す
る
代
理
人
を
選
任
す
る
フ
ォ
ー
ム
Ｃ
Ｂ
の
提
示
を
行
う
と
同
時
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
し
、
フ
ォ
ー
ムF

-

X

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
９
）。

™．

情
報
提
供
者
は
、
そ
の
後
の
改
正
を
含
め
情
報
提
供
文
書
を
英
語
で
、
そ
の
会
社
の
自
国
に
お
い
て
、
株
式
保
有
者
に
提
供
さ
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れ
る
情
報
と
比
較
可
能
な
基
準
に
基
づ
き
、
米
国
株
主
に
対
し
配
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

£．

情
報
提
供
者
が
自
国
に
お
い
て
出
版
（
例
え
ば
、
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
や
新
聞
）
に
よ
っ
て
情
報
を
配
布
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
米

国
に
お
い
て
も
、
米
国
保
有
者
に
対
し
当
該
取
引
を
告
知
す
る
こ
と
が
合
理
的
に
意
図
さ
れ
る
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
情
報
を
出

版
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
英
訳
し
た
同
等
の
内
容
を
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
や
例
え
ば
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
な
ど
の
全
国
紙
に

対
し
提
供
す
る
）。

④
注
意
書
き
（
レ
ジ
ェ
ン
ド
）

以
下
の
レ
ジ
ェ
ン
ド
（
注
意
書
き
）
ま
た
は
同
等
の
説
明
が
、
適
用
可
能
な
範
囲
で
、
明
確
に
か
つ
簡
易
な
言
語
で
、
情
報
提
供

者
が
米
国
保
有
者
に
対
し
て
出
版
ま
た
は
配
布
す
る
情
報
提
供
文
書
の
表
紙
ま
た
は
特
に
目
立
っ
た
部
分
に
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

そ
の
内
容
と
は
、「
株
式
交
換
ま
た
は
合
併
が
外
国
会
社
の
証
券
の
た
め
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
情
報
提
供
が
ア
メ
リ
カ
と

は
異
な
る
外
国
の
情
報
開
示
要
件
の
規
制
を
受
け
て
い
る
。
文
書
に
含
ま
れ
る
決
算
書
が
あ
る
場
合
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
決
算
書
に

相
当
し
な
い
外
国
の
会
計
基
準
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
連
邦
証
券
法
で
は
与
え
ら
れ
る
要
求
や
権
利
を
実
行
す
る
こ
と
が
難

し
い
場
合
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
発
行
会
社
は
外
国
に
所
在
し
て
お
り
役
員
ま
た
は
取
締
役
の
全
て
ま
た
は
一
部
が
外
国
人
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
米
国
証
券
法
違
反
に
よ
っ
て
外
国
の
裁
判
所
で
外
国
の
会
社
ま
た
は
そ
の
役
員
ま
た
は
取
締
役
を
告
訴
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
外
国
会
社
と
そ
の
系
列
会
社
に
米
国
の
裁
判
所
の
判
決
を
受
け
る
こ
と
を
強
要
す
る
こ
と
は
難
し
い
場

合
が
あ
る
。
発
行
者
が
株
式
交
換
以
外
の
方
法
で
証
券
を
購
入
す
る
か
も
し
れ
な
い
（
例
え
ば
公
開
市
場
で
購
入
し
た
り
、
個
人
的

に
交
渉
し
て
購
入
す
る
）
こ
と
を
認
識
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。（
買
収
対
象
会
社
ま
た
は
そ
の
役
員
に
対
し
、
米
国
証
券
法
に
基

づ
く
救
済
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
）」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（51）



５
　
規
則
八
〇
二
が
求
め
る
一
〇
％
テ
ス
ト

（
１
）
一
〇
％
テ
ス
ト
の
概
要

規
則
八
〇
二
で
は
、
米
国
に
居
住
す
る
証
券
の
所
有
者
を
意
味
す
る
米
国
所
有
者
が
一
〇
％
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
フ
ォ
ー
ム

Ｆ
４
の
提
出
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
米
国
所
有
者
の
保
有
割
合
が
一
〇
％
以
下
か
ど
う
か
を
調
べ

る
テ
ス
ト
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
米
国
所
有
者
と
は
米
国
に
居
住
す
る
証
券
の
所
有
者
を
意
味
す
る
。
米
国
所
有
者
に

よ
っ
て
保
有
さ
れ
て
い
る
株
式
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
を
算
定
す
る
。
所
有
は
実
質
株
主
ベ
ー
ス
で
行
う
。

（
２
）
一
〇
％
テ
ス
ト
の
方
法

一
〇
％
の
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、17C

F
R

（C
C

ode
ofF

ederalR
egulations

）
の§230.800

に
規
定
が
あ
る
。

①
調
査
期
間

Ｍ
＆
Ａ
を
公
表
し
た
日
の
六
〇
日
前
か
ら
三
〇
日
前
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
任
意
の
日
を
基
準
日
と
す
る
。
ま
た
、
こ
の
期
間
内

に
お
い
て
も
計
算
が
で
き
な
い
場
合
、
公
表
の
一
二
〇
日
前
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
対
象
証
券

米
国
所
有
者
の
株
式
保
有
数
を
計
算
す
る
際
に
は
、
公
開
買
付
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
証
券
に
転
換
ま
た
は
交
換
で
き
る

A
m

erican
D

epositary
Shares

も
含
め
る
。
ワ
ラ
ン
ト
や
オ
プ
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
、
公
開
買
付
の
対
象
と
な
る
他
の
証
券
の
類
型

は
計
算
に
含
ま
れ
な
い
（
10
）。

ま
た
、
公
開
買
付
ま
た
は
合
併
に
お
い
て
、
買
収
者
が
保
有
す
る
証
券
（
自
己
株
式
）
お
よ
び
対
象
会
社

が
保
有
す
る
株
式
は
含
ま
れ
な
い
（
11
）。
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③
計
算
方
法
、
対
象
者

保
有
判
断
を
計
算
す
る
際
に
は
原
則
と
し
て
株
主
名
簿
に
従
う
。
ま
た
、
取
引
所
法
下
の
規
則12g3-2(a)

に
規
定
の
あ
る
計
算
方

法
を
用
い
る
（
12
）。

た
だ
し
、
米
国
、
買
収
対
象
会
社
の
設
立
準
拠
法
地
、
ま
た
は
買
収
対
象
会
社
の
株
式
の
主
た
る
取
引
地
の
い
ず
れ

か
に
所
在
す
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
、
銀
行
お
よ
び
ノ
ミ
ニ
ー
が
名
義
上
の
株
主
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
実
質
所
有
者

と
し
て
米
国
株
主
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
の
調
査
に
つ
き
、
こ
れ
ら
の
名
義
上
の
株
主
に
対
し
て
紹
介
を
行
う
方
法
に
よ
り
、
実
質

所
有
者
の
特
定
に
関
す
る
合
理
的
な
調
査
（reasonable

inquiry

）
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

④
合
理
的
な
調
査

合
理
的
な
調
査
を
行
っ
て
も
米
国
の
顧
客
口
座
に
関
す
る
情
報
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
規
定
の
目
的
に
従
っ
て
、

ノ
ミ
ニ
ー
の
主
た
る
営
業
所
の
住
所
を
実
質
所
有
者
の
居
住
地
で
あ
る
と
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
公
の
情
報

実
質
的
所
有
者
に
つ
い
て
の
公
的
に
提
出
さ
れ
た
報
告
ま
た
は
別
の
方
法
に
よ
っ
て
知
り
え
た
情
報
が
、
証
券
が
米
国
居
住
者
に

よ
っ
て
保
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
時
、
米
国
所
有
者
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
る
証
券
の
保
有
比
率
を
算
定
す
る
。

⑥
対
象
証
券
の
発
行
人
ま
た
は
対
象
会
社
と
の
契
約
に
よ
り
公
開
買
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
関
連
会
社
以
外
の
者
よ
っ
て
証
券

法230.802

に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
公
開
買
付
に
対
し
て
は
、
対
象
証
券
の
発
行
人
は
、
海
外
の
民
間
発
行
人
お
よ
び
米
国
所
有
者
は

一
〇
％
以
下
の
株
式
を
保
有
す
る
と
み
な
す
。

⑦alternate
test

（
代
替
テ
ス
ト
）

証
券
法
に
基
づ
く
株
式
公
開
買
付
を
含
む
株
主
割
当
増
資
お
よ
び
合
併
の
際
に
、
発
行
会
社
が
米
国
所
有
の
分
析
を
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
、
対
象
証
券
の
主
た
る
取
引
所
が
米
国
外
に
あ
る
限
り
、
対
象
証
券
の
発
行
会
社
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
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外
国
民
間
人
お
よ
び
米
国
所
有
者
が
一
〇
％
以
下
の
株
式
を
保
有
す
る
と
推
定
で
き
る
（
13
）（

こ
の
方
法
をalternate

test

と
い
う
）。

６
　
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ォ
リ
ン
グ
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
問
題

（
１
）
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
発
行
会
社
の
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
登
録
義
務
の
概
要

平
成
二
三
年
五
月
一
七
日
、「
資
本
市
場
及
び
金
融
業
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

が
成
立
し
た
。
こ
の
改
正
法
に
は
、
新
株
予
約
権
無
償
割
当
て
に
よ
る
増
資
（
い
わ
ゆ
る
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
）
に
係
る
開
示

制
度
の
整
備
に
関
す
る
改
正
が
含
ま
れ
て
い
る
。
我
が
国
に
お
い
て
も
、
上
場
企
業
等
の
増
資
手
法
の
多
様
化
の
一
つ
と
し
て
、
ラ

イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
の
発
行
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

公
募
増
資
の
場
合
、
増
資
の
発
表
か
ら
発
行
価
格
決
定
ま
で
の
二
週
間
程
度
は
、
ブ
ッ
ク
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
期
間
と
し
て
活
用
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
間
に
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
等
の
売
り
浴
び
せ
を
受
け
、
発
行
会
社
の
株
価
が
下
げ
ら
れ
る
事
態
が
発
生
し

て
い
る
（
14
）。

公
募
増
資
以
外
の
新
株
発
行
に
は
、
株
主
割
当
に
よ
る
新
株
発
行
や
第
三
者
割
当
が
あ
る
が
、
第
三
者
割
当
は
公
募
増
資

と
同
じ
く
、
既
存
株
主
の
経
済
的
利
益
に
影
響
を
与
え
る
。
し
か
し
、
株
主
割
当
に
よ
る
新
株
発
行
で
は
既
存
株
主
か
ら
の
払
込
が

な
い
場
合
、
発
行
会
社
は
必
要
な
資
金
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
払
込
を
行
わ
な
か
っ
た
株
主
の
経
済
的
利
益
を
損
ね
る
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
問
題
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
方
法
が
、
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
で
あ
る
。

ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
と
は
、
既
存
株
主
に
対
す
る
新
株
予
約
権
の
無
償
割
当
に
よ
る
増
資
で
あ
る
。
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ

を
割
当
て
ら
れ
た
株
主
は
、
こ
れ
を
行
使
し
、
行
使
価
格
の
金
銭
を
払
い
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
新
株
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
追
加
的
出
資
を
望
ま
な
い
株
主
は
、
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
を
市
場
で
売
却
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
益
を
得
る
こ
と
も
で

き
る
。
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こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
利
用
が
促
進
さ
れ
て
い
る
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
で
あ
る
が
、
新
株
発
行
よ
り
も
時
間
が
か
か
る
な
ど
、

実
施
に
は
様
々
な
問
題
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
に
つ
い
て
の
問
題
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
金
融
庁
で
は
、
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
に
お
け
る
外
国
証
券
規
制
へ
の
対
応
と
株
主
平
等
原
則
の
関
係
に
つ
い
て
検

討
を
行
う
た
め
、
開
示
制
度
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
の
下
に
、「
法
制
専
門
研
究
会
」
が
設
置
さ
れ
た
。
当
研
究
会
は
、
平
成
二

三
年
九
月
一
六
日
、「
金
融
庁
・
開
示
制
度
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
、
法
制
専
門
研
究
会
報
告
〜
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
に
お

け
る
外
国
証
券
規
制
へ
の
対
応
と
株
主
平
等
原
則
の
関
係
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
報
告
書
を
発
表
し
た
。

そ
の
中
で
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
企
業
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
が
米
国
で
公
募
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

る
と
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
提
出
義
務
が
生
じ
る
が
、
日
本
の
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
発
行
会
社
が
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
を
回
避
す
る
た
め
の

方
法
と
し
て
は
い
く
つ
か
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
第
一
に
前
述
の
規
則
八
〇
二
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
を
利
用
で
き
る
の
は
、
前
述
の
通
り
、
米
国
居
住
者
が
一
〇
％
以
下
で
あ
る
場
合
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な

い
。
ど
の
よ
う
な
会
社
で
も
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
欧
州
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
米
国
人
株
主
に

よ
る
新
株
予
約
権
の
行
使
を
一
律
不
可
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
よ
る
と
米
国
証
券
法
に
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
募
集
」
が

行
わ
れ
な
い
た
め
に
、
登
録
義
務
は
発
生
し
な
い
。
し
か
し
、
米
国
株
主
に
、
一
律
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
を
行
使
さ
せ
な
い
方

法
を
採
用
す
る
と
、
外
国
人
保
有
割
合
の
高
い
発
行
会
社
に
と
っ
て
は
、
十
分
な
資
金
調
達
が
で
き
ず
、
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ

の
成
功
を
妨
げ
る
要
因
と
な
り
う
る
。
ま
た
、
会
社
法
上
の
株
主
平
等
原
則
に
違
反
し
な
い
か
が
問
題
と
な
る
。
さ
ら
に
、
米
国
以

外
に
も
同
様
の
規
制
が
課
さ
れ
る
国
が
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
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（
２
）
株
主
平
等
原
則

①
株
主
平
等
原
則
と
は

こ
こ
で
問
題
と
な
る
、
会
社
法
上
の
株
主
平
等
原
則
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

会
社
法
一
〇
九
条
一
項
は
、「
株
式
会
社
は
、
株
主
を
、
そ
の
有
す
る
株
式
の
内
容
及
び
数
に
応
じ
て
、
平
等
に
取
り
扱
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
新
株
予
約
権
は
、
株
式
で
は
な
い
の
で
当
然
に
は
及
ば
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ブ
ル

ド
ッ
グ
・
ソ
ー
ス
事
件
最
高
裁
判
決
で
は
、
新
株
予
約
権
に
つ
い
て
の
株
主
平
等
原
則
を
判
断
し
た
。
ブ
ル
ド
ッ
グ
・
ソ
ー
ス
事
件

決
定
は
、
買
収
防
衛
策
と
し
て
の
新
株
予
約
権
無
償
割
当
で
あ
っ
た
が
、
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
に
も
一
般
に
利
用
で
き
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
資
金
調
達
を
円
滑
に
実
施
す
る
と
い
う
正
当
な
目
的
の
た
め
に
必
要
な

範
囲
で
の
相
当
な
取
扱
と
し
て
、
外
国
居
住
者
に
つ
い
て
異
な
る
取
扱
を
し
て
も
、
株
主
平
等
原
則
に
反
す
る
こ
と
に
は
必
ず
し
も

な
ら
な
い
と
解
す
る
こ
と
も
不
合
理
で
は
な
い
（
15
）。

②
必
要
性
と
相
当
性

し
か
し
、
株
主
平
等
原
則
に
抵
触
し
な
い
と
解
す
る
た
め
に
は
、「
資
金
調
達
手
段
と
し
て
利
用
す
る
た
め
の
必
要
性
」
と
「
権

利
行
使
を
制
限
さ
れ
る
株
主
の
利
益
と
の
関
係
で
の
相
当
性
」
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
資
金
調
達
手
段
と
し

て
利
用
す
る
た
め
の
必
要
性
」
と
は
、
米
国
居
住
株
主
に
一
律
、
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
を
行
使
さ
せ
な
い
と
す
る
と
、
米
国
証

券
法
に
基
づ
く
登
録
規
制
に
抵
触
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
一
方
で
、
事
務
・
コ
ス
ト
負
担
を
要
し
、
円
滑
な
資
金
調
達
に
支
障
を
き
た

す
お
そ
れ
が
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
に
よ
る
資
金
調
達
を
行
う
た
め
に
、
行
使
制
限

を
利
用
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
権
利
行
使
を
制
限
さ
れ
る
株
主
の
利
益
と
の
関
係
で
の
相
当
性
」
と
は
、
新
株
予
約
権
を
市
場
で
売
却
で
き
る
な
ど
利
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益
を
確
保
す
る
手
段
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
を
い
う
。（
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
の
行
使
を
制
限
さ
れ
て
い
る
米
国
居
住
株
主

の
よ
う
な
）
特
定
株
主
が
証
券
市
場
で
株
式
を
購
入
で
き
る
場
合
に
は
、
株
式
を
購
入
す
る
こ
と
に
よ
り
持
分
割
合
を
維
持
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
状
況
と
な
れ
ば
、
相
当
性
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
結
果
と
し
て
経
済
的
利
益
の
回
収
が
な
さ
れ

る
こ
と
ま
で
必
要
で
あ
る
と
す
る
も
の
と
、
環
境
整
備
に
つ
い
て
発
行
会
社
が
合
理
的
な
措
置
を
講
じ
て
い
た
と
い
え
れ
ば
足
り
る

と
す
る
も
の
に
意
見
が
別
れ
た
と
さ
れ
る
（
16
）。

ど
の
よ
う
な
場
合
に
相
当
性
が
あ
る
と
解
す
る
か
に
つ
い
て
、
実
務
的
に
は
、
親
株
の
流
通
量
を
見
て
判
断
し
、
親
株
が
十
分
に

流
動
的
で
あ
れ
ば
、
今
後
発
生
す
る
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
の
市
場
に
つ
い
て
も
流
動
性
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

③
株
主
総
会
決
議
は
必
要
か

ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
に
お
け
る
権
利
行
使
に
関
し
て
、
株
主
総
会
の
承
認
決
議
が
必
要
か
と
い
う
問
題
も
考
え
ら
れ
る
。

ブ
ル
ド
ッ
グ
・
ソ
ー
ス
事
件
の
最
高
裁
決
定
に
お
い
て
は
、
株
主
総
会
に
お
け
る
高
い
賛
成
を
得
て
可
決
さ
れ
た
。
既
存
株
主
が

差
別
的
な
扱
い
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
株
主
の
共
同
利
益
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
判
断
で
あ
っ
た
が
、
必
ず
し
も
株
主
総

会
に
お
け
る
決
議
が
必
要
で
あ
る
と
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
後
の
ピ
コ
イ
事
件
で
も
株
主
総
会
決
議
は
必
要
と
な
さ
れ
て
い
な
い
（
17
）。

取
締
役
会
決
議
に
よ
り
差
別
的
新
株
予
約
権
無
償
割
当
を
行
っ
て
い
る
。

７
　
お
わ
り
に

近
年
、
外
国
法
人
等
日
本
株
の
平
均
四
分
の
一
を
保
有
す
る
投
資
部
門
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
最
も
多
い
の
が
米
国
株
主

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
米
国
証
券
法
に
よ
っ
て
、
米
国
市
場
に
上
場
し
て
い
な
い
日
本
企
業
同
士
の
事
業
統
合
や
合
併
に
も
か
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か
わ
ら
ず
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
と
い
う
形
式
で
の
登
録
が
義
務
付
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
日
本
国
内
企
業
の
大
型
合
併
が
続

く
中
、
登
録
の
た
め
の
事
務
費
用
が
増
大
し
、
ま
た
、
登
録
書
類
作
成
の
た
め
に
時
間
が
か
か
る
た
め
、
合
併
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
大

幅
に
遅
れ
る
と
い
う
事
態
も
発
生
し
て
い
る
。

ま
た
、
資
金
調
達
の
多
様
化
と
し
て
促
進
さ
れ
て
い
る
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
で
あ
る
が
、
本
格
的
な
実
施
に
関
し
て
は
い
く

つ
か
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
に
関
す
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

経
済
産
業
省
が
発
表
し
た
「
日
米
投
資
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
報
告
書
」
に
お
い
て
も
数
年
に
渡
り
、
迅
速
な
組
織
再
編
の
阻
害
要
因

除
去
（
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
）
と
し
て
、
日
本
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
の
要
望
が
な
さ
れ
て
い
た
（
18
）。

ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
米
国
居
住
株
主
に
対
し
、
一
律
行
使
を
制
限
す
る
方
法
で
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
登
録
を
回
避

す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
株
式
交
換
や
合
併
等
に
つ
い
て
は
、
回
避
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
。
発
行
会
社
が
米
国
市
場
に
積
極
的
に
上

場
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
米
国
人
に
ス
ポ
ン
サ
ー
な
し
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
保
有
さ
れ
て
い
る
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
な
ど
、
近
年
外
国

人
株
主
が
増
加
し
て
い
る
日
本
企
業
に
と
っ
て
は
、
時
間
的
に
も
費
用
的
に
も
負
担
の
大
き
な
規
定
で
あ
る
。

注（
１
）

http://w
w

w
.tse.or.jp/m

arket/data/exam
ination/distribute/b7gje6000000508d-att/bunpu.pdf

（
２
）

外
国
法
人
等
と
は
、
外
国
の
法
律
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
法
人
、
外
国
の
政
府
・
地
方
公
共
団
体
及
び
法
人
格
を
有
し
な
い
団
体
、
並
び

に
居
住
の
内
外
を
問
わ
ず
日
本
以
外
の
国
籍
を
有
す
る
個
人
を
い
う
。

（
３
）

「
金
融
庁
・
開
示
制
度
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
〜
新
株
予
約
権
無
償
割
当
て
に
よ
る
増
資
（
い
わ
ゆ
る
「
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン

グ
」）
に
係
る
制
度
整
備
に
つ
い
て
〜
」
平
成
二
三
年
一
月
一
九
日
。
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（
４
）

日
本
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新
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、
二
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一
一
年
一
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。

（
５
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（
６
）

フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
セ
オ
ド
ア
・
Ａ
・
パ
ラ
ダ
イ
ス
他
「
米
国
証
券
フ
ォ
ー
ムF

-4

に
お
け

る
組
織
再
編
取
引
の
登
録
」、
商
事
法
務
一
八
九
〇
号
、
四
〇
〜
四
八
頁
。

（
７
）

大
阪
証
券
取
引
所
と
東
京
証
券
取
引
所
の
合
併
の
場
合
、
大
証
が
存
続
会
社
、
東
証
が
消
滅
会
社
と
な
る
。
大
証
を
消
滅
会
社
（
被
買
収

会
社
）、
東
証
を
存
続
会
社
と
し
た
場
合
、
大
証
の
外
国
人
持
ち
株
比
率
が
六
六
・
一
％
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
フ
ォ
ー
ム
Ｆ
４
提
出
義
務

が
生
じ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

（
８
）

対
象
会
社
の
株
式
を
対
価
と
す
る
株
式
公
開
買
付
。

（
９
）

新
川
麻
他
「
日
本
国
内
に
お
け
る
Ｍ
＆
Ａ
取
引
へ
の
米
国
証
券
法
の
適
用
―
一
九
三
三
年
証
券
法
の
登
録
届
出
書
提
出
義
務
を
中
心
に
―
」

商
事
法
務
一
八
一
五
号
、
三
五
〜
四
六
頁
。
フ
ォ
ー
ム
Ｃ
Ｂ
は
当
該
組
織
再
編
取
引
に
関
連
し
て
公
表
し
た
、
ま
た
は
買
収
対
象
者
の
株

主
に
交
付
し
た
「
情
報
提
供
書
類
」
の
英
訳
を
添
付
す
る
も
の
で
あ
り
、
Ｆ
４
よ
り
も
作
成
が
容
易
な
開
示
書
類
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ムF

-

X

は
米
国
内
に
お
け
る
送
達
用
代
理
人
を
選
任
す
る
た
め
の
書
類
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
類
は
一
般
に
、
Ｅ
Ｄ
Ｇ
Ａ
Ｒ
シ
ス
テ
ム
を
通
じ

て
提
出
す
る
。

（
10
）

オ
プ
シ
ョ
ン
や
ワ
ラ
ン
ト
な
ど
は
対
象
会
社
の
株
式
に
交
換
さ
れ
得
る
証
券
な
の
で
計
算
に
含
ま
れ
な
い
。

（
11
）

二
〇
〇
八
年
規
則
改
正
前
は
、
一
〇
％
超
を
保
有
す
る
大
株
主
を
計
算
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
規
定
が
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
八
年
改
正
に

よ
っ
て
こ
の
取
扱
は
排
除
さ
れ
た
。

（
12
）

規
則12g3-2(a)

は
、
取
引
所
法
第12(g)

に
基
づ
く
一
定
の
ク
ラ
ス
の
証
券
の
登
録
義
務
に
つ
い
て
、
そ
の
ク
ラ
ス
の
証
券
の
米
国
保
有
者

（59）



が
三
〇
〇
名
よ
り
少
な
い
場
合
に
適
用
除
外
を
与
え
る
も
の
。
当
該
米
国
保
有
者
に
は
、
名
簿
上
の
保
有
者
の
み
な
ら
ず
、
実
質
的
保
有

者
も
含
ま
れ
る
。

（
13
）

alternate
test

の
規
定
は
、
二
〇
〇
八
年
改
正
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
定
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
Ｍ
＆
Ａ
取
引

に
つ
い
て
の
公
表
日
の
六
〇
日
前
を
終
期
と
す
る
一
二
ヶ
月
に
渡
る
全
世
界
で
の
対
象
会
社
株
式
の
一
日
平
均
取
引
高
で
あ
るA

verage

daily
trading

volum
e

test

（
Ａ
Ｄ
Ｔ
Ｖ
）
に
対
す
る
割
合
に
基
づ
い
て
、
米
国
所
有
者
の
保
有
比
率
を
推
定
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て

い
る
。

（
14
）

日
本
証
券
業
協
会
、
証
券
市
場
の
新
た
な
発
展
に
向
け
た
懇
談
会
、
第
二
回
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
イ
ン
フ
ラ
分
科
会
の
議
事
録
。

（
15
）

鈴
木
克
昌
他
「
ラ
イ
ツ
・
イ
シ
ュ
ー
の
実
務
上
の
諸
問
題
〔
下
〕」、
商
事
法
務
一
八
九
七
号
、
四
四
頁
。

（
16
）

小
長
谷
章
人
・
有
吉
尚
哉
「
ラ
イ
ツ
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
に
お
け
る
外
国
証
券
規
制
へ
の
対
応
と
株
主
平
等
原
則
の
関
係
―
法
制
専
門
研
究

会
で
の
審
議
と
報
告
書
の
概
要
―
」、
商
事
法
務
一
九
四
四
号
、
三
四
頁
。

（
17
）

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
八
二
号
　
二
七
三
頁
。
金
融
・
商
事
判
例
一
二
九
八
号
、
四
八
頁
。

（
18
）

二
〇
〇
九
年
日
米
投
資
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
報
告
書
、http://w

w
w

.m
eti.go.jp/policy/trade_policy/n_am

erica/us/data/

2009invtreport_jp.pdf

（
ふ
く
も
と
　
あ
お
い
・
客
員
研
究
員
）

（60）
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